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別紙                                                   （傍線の部分は、変更部分） 

変更後 変更前 

   埼玉県地域保健医療計画 

第１部 計画の基本的考え方 

第１章 （略） 

第２章 計画の背景 

第１節・第２節 （略） 

第３節 保健医療の概況 

１ （略） 

２ 保健医療施設等 

⑴ 保健衛生施設 

ア 保健所 

 県が設置する保健所は、県民の健康と生活を守る地域保

健の広域的・専門的・技術的拠点としての役割を果たしま

す。市町村や医師会をはじめとする保健・医療・福祉関係

機関と連携して、この計画の作成及び推進を図る役割も有

しています。 

〔保健所１３か所〕 

 

   埼玉県地域保健医療計画 

第１部 計画の基本的考え方 

第１章 （略） 

第２章 計画の背景 

第１節・第２節 （略） 

第３節 保健医療の概況 

１ （略） 

２ 保健医療施設等 

⑴ 保健衛生施設 

ア 福祉保健総合センター・保健所 

 県が設置する福祉保健総合センターと保健所は、県民の

健康と生活を守る地域保健の広域的・専門的・技術的拠点

としての役割を果たします。市町村や医師会をはじめとす

る保健・医療・福祉関係機関と連携して、この計画の作成

及び推進を図る役割も有しています。 

〔福祉保健総合センター１０か所、保健所１３か所（うち 

１０か所は福祉保健総合センターに併設）、分室１１か所〕 



変更後 変更前 

 また、都道府県のほか、地方自治法に定める指定都市及

び中核市、地域保健法施行令に定める市並びに特別区も保

健所を設置しています。 

〔２か所：さいたま市、川越市〕 

イ・ウ （略） 

⑵ 医療施設等 

ア～ウ （略） 

エ 救急医療施設等 

 本県の救急医療体制は、病気やけがの症状の度合いに応

じ、次の体制を整備しています。 

(ｱ) 外来治療を必要とする軽症の救急患者に対する初期救

 急医療体制 

(ｲ) 入院治療を必要とする重症の救急患者に対応する第二

 次救急医療体制 

(ｳ) 重篤な救急患者に対応する第三次救急医療体制 

 初期救急医療は、在宅当番医制、休日夜間急患センター、

休日歯科診療所及び在宅歯科当番医により実施されていま

す。 

 また、都道府県のほか、地方自治法に定める指定都市及

び中核市、地域保健法施行令に定める市並びに特別区も保

健所を設置しています。 

〔２か所：さいたま市、川越市〕 

イ・ウ （略） 

⑵ 医療施設等 

ア～ウ （略） 

エ 救急医療施設等 

 本県の救急医療体制は、病気やけがの症状の度合いに応

じ、次の体制を整備しています。 

(ｱ) 外来治療を必要とする軽症の救急患者に対する初期救

 急医療体制 

(ｲ) 入院治療を必要とする重症の救急患者に対応する第二

 次救急医療体制 

(ｳ) 重篤な救急患者に対応する第三次救急医療体制 

 平成１９年９月１日現在の初期救急医療は、在宅当番医

制２５地区、休日夜間急患センター２８か所、休日歯科診

療所１４か所及び在宅歯科当番医２地区により実施されて



変更後 変更前 

 

 第二次救急医療は、第二次救急医療圏ごとに病院群輪番

制方式により実施されています。 

 第三次救急医療は、救命救急センターを中心に実施され

ています。 

オ （略） 

３ （略） 

第３章 （略） 

第４章 保健医療圏及び基準病床数 

第１節 （略） 

第２節 本県における保健医療圏 

（略） 

１ （略） 

２ 二次保健医療圏 

 二次保健医療圏は、病院における入院医療の提供体制を整備

することが相当と認められる地域単位です。 

 本県では、１次計画策定時に９つの二次保健医療圏を設定し

ました。これは複数の市町村で構成する広域行政圏の区域を踏

います。 

 第二次救急医療は、県内１６の第二次救急医療圏ごとに

病院群輪番制方式により実施されています。 

 第三次救急医療は、県内６か所の救命救急センターを中

心に実施されています。 

オ （略） 

３ （略） 

第３章 （略） 

第４章 保健医療圏及び基準病床数 

第１節 （略） 

第２節 本県における保健医療圏 

（略） 

１ （略） 

２ 二次保健医療圏 

 二次保健医療圏は、病院における入院医療の提供体制を整備

することが相当と認められる地域単位です。 

 本県では、１次計画策定時に９つの二次保健医療圏を設定し

ました。これは複数の市町村で構成する広域行政圏の区域を踏



変更後 変更前 

まえて、保健医療面のみならず、日常生活圏、交通条件、生活

基盤の整備状況等、総合的な観点から設定したものです。 

 この計画においても、基本的には従前の第４次計画の区域を

もって設定したところですが、県の総合計画である「ゆとりと

チャンスの埼玉プラン」地域別計画が策定されたことから、こ

の地域区分と整合を図るため、平成２２年４月から二次保健医

療圏を変更します。 

 「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」地域別計画の地域区分は、

地域特性の共通性や日常生活圏の一体性に配慮し、保健・医療

や日常の買物行動、地域のまとまりに影響を与える鉄道や道路

などの交通軸、政令指令都市の区域などを考慮して設定されて

います。 

 変更する二次保健医療圏の圏域は、この地域区分に合わせて

設定します。 

 また、保健医療サービスの一層の充実を図るため、人口や面

積の大きい二次保健医療圏に副次圏を設定します。 

 保健・医療に関する地域の中核機関である保健所の管轄区域

は、この新たな二次保健医療圏（副次圏）を基本とします。 

まえて、保健医療面のみならず、日常生活圏、交通条件、生活

基盤の整備状況等、総合的な観点から設定したものです。この

計画でも、同様の観点から、基本的には従前の第４次計画の区

域をもって設定します。ただし、第４次計画策定後に、区域を

超えて市町村合併が行われた地域（さいたま市岩槻区）につい

ては、一次保健医療圏との整合性を図って統合します。 

 また、保健・医療・福祉に関する地域の中核機関である福祉

保健総合センター・保健所の管轄区域は、二次保健医療圏（副

次圏）となっています。 

 なお、この計画の策定と時期を同じくして、ゆとりとチャン

スの埼玉プラン地域別計画の策定が進められています。この計

画は当該地域別計画における地域区分と整合を図る観点から、

計画期間中においても圏域設定を見直す場合があります。 

 

 

 

 

 



変更後 変更前 

 二次保健医療圏の区域は表のとおりです。 

   

二次保健医療圏 圏域内保健所 圏 域 内 市 町 村  

 南部保健医療圏  川口保健所  川口市・蕨市・戸田市・鳩ケ谷市  

 南西部保健医療圏 

 

 朝霞保健所 

 

 朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・

 ふじみ野市・三芳町 

 

 東部保健医療圏   下記市町  

副
次
圏 

 東部(北)保健医療圏  春日部保健所  春日部市・越谷市・松伏町 
 

 東部(南)保健医療圏  草加保健所  草加市・八潮市・三郷市・吉川市  

 さいたま保健医療圏  さいたま市保健所  さいたま市  

 県央保健医療圏  鴻巣保健所  鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町  

 川越比企保健医療圏   下記市町村  

副

次

圏 

 川越比企(北)保健医療圏 

 

 東松山保健所 

  

 東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・

 吉見町・ときがわ町・東秩父村  

 

 川越比企(南)保健医療圏 

 

 坂戸保健所  坂戸市・鶴ケ島市・毛呂山町・越生町・鳩山町  

 川越市保健所  川越市  

 西部保健医療圏  狭山保健所  所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市  

 利根保健医療圏   下記市町  

副

次

圏 

 利根(北)保健医療圏  加須保健所  行田市・加須市・羽生市  

 利根(南)保健医療圏 

 

 幸手保健所 

 

 久喜市・蓮田市・幸手市・宮代町・白岡町・ 

 杉戸町 

 

 北部保健医療圏    下記市町  

副

次

圏 

 北部(東)保健医療圏  熊谷保健所  熊谷市・深谷市・寄居町  

 北部(西)保健医療圏  本庄保健所  本庄市・美里町・神川町・上里町  

 秩父保健医療圏  秩父保健所 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町  

                                                 ※平成２２年４月から適用  

 

３ （略） 

 二次保健医療圏の区域は表のとおりです。 

   

二次保健医療圏 
 

圏域内福祉保健総合 
センター及び保健所 

圏 域 内 市 町 村 
 

 

 東 部 保 健 医 療 圏  埼葛南福祉保健総合センター  下記市町  

副

次

圏 

 東部(北)保健医療圏  春 日 部 保 健 所  春日部市・蓮田市  

 東部(南)保健医療圏 

 

 越 谷 保 健 所 

 

 草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・ 

 松伏町 

 

 中 央 保 健 医 療 圏  北足立福祉保健総合センター  下記市町  

副

次

圏 

 中央(北)保健医療圏 

 

 さいたま市保健所  さいたま市  

 鴻 巣 保 健 所  鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町  

 中央(南)保健医療圏  川 口 保 健 所  川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市  

 西部第一保健医療圏  入間東福祉保健総合センター  下記市町  

 

副

次

圏 

 西部第一(東) 

         保健医療圏 

 

 川 越 市 保 健 所  川越市  

 朝 霞 保 健 所  朝霞市・志木市・和光市・新座市  

 所 沢 保 健 所  富士見市・ふじみ野市・三芳町  

 西部第一(西) 

         保健医療圏 

 所 沢 保 健 所 

 

 所沢市・狭山市・入間市 

 

 

 西部第二保健医療圏 

 

 入間西福祉保健総合センター 

 坂 戸 保 健 所 

 飯能市・坂戸市・鶴ケ島市・日高市・ 

 毛呂山町・越生町・鳩山町 

 

 比 企 保 健 医 療 圏 

 

 比企福祉保健総合センター 

 東 松 山 保 健 所 

 東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・ 

 川島町・吉見町・ときがわ町・東秩父村 

 

 秩 父 保 健 医 療 圏 

 

 秩父福祉保健総合センター 

 秩 父 保 健 所 

 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・ 

 小鹿野町 

 

 児 玉 保 健 医 療 圏 

 

 児玉福祉保健総合センター 

 本 庄 保 健 所 

 本庄市・美里町・神川町・上里町 

 

 

 大 里 保 健 医 療 圏 

 

 大里福祉保健総合センター 

 熊 谷 保 健 所 

 熊谷市・深谷市・寄居町 

 

 

 利 根 保 健 医 療 圏   下記市町  

副

次

圏 

 利根(北)保健医療圏 

 

 北埼玉福祉保健総合センター 

 加 須 保 健 所 

 行田市・加須市・羽生市・騎西町・ 

 北川辺町・大利根町 

 

 利根(南)保健医療圏 

 

 埼葛北福祉保健総合センター 

 幸 手 保 健 所 

 久喜市・幸手市・宮代町・白岡町・菖蒲町・ 

 栗橋町・鷲宮町・杉戸町 

 

  

３ （略） 



変更後 変更前 

第３節 基準病床数 

 （略） 

１ 一般病床及び療養病床 

 療養病床及び一般病床は、医療法施行規則に規定する算定式

に基づき、二次保健医療圏ごとに定めることとされています。

 算定に当たっては、一定の範囲内で県の裁量による加算がで

きます。本県では、平成１９年度に実施した病院整備計画の公

募結果も踏まえて、下表のとおり定めます。 

    

（参　考）
二次保健医療圏 基準病床数 既存病床数

南部保健医療圏 ４，００４ ４，２４８

南西部保健医療圏 ３，５８９ ３，９０７

東部保健医療圏 ７，２８０ ７，２８０

さいたま保健医療圏 ６，５００ ７，２２４

県央保健医療圏 ２，６０４ ３，３３３

川越比企保健医療圏 ６，９６７ ６，８２８

西部保健医療圏 ６，５４１ ７，２６８

利根保健医療圏 ４，２１０ ４，２１０

北部保健医療圏 ３，７５３ ３，６４７

秩父保健医療圏 ５８５ ７５４

計 ４６，０３３ ４８，６９９
（平成20年4月末日現在） 

２ （略） 

第３節 基準病床数 

 （略） 

１ 一般病床及び療養病床 

 療養病床及び一般病床は、医療法施行規則に規定する算定式

に基づき、二次保健医療圏ごとに定めることとされています。

 算定に当たっては、一定の範囲内で県の裁量による加算がで

きます。本県では、平成１９年度に実施した病院整備計画の公

募結果も踏まえて、下表のとおり定めます。 

    

（参　考）

二次保健医療圏 基準病床数 既存病床数

東部保健医療圏 ７，９６４ ７，９６４

中央保健医療圏 １３，１０８ １４，８０５

西部第一保健医療圏 １１，１５１ １２，６３２

西部第二保健医療圏 ４，１７０ ３，８５６

比企保健医療圏 １，７７６ １，５１５

秩父保健医療圏 ５８５ ７５４

児玉保健医療圏 ９２５ ９００

大里保健医療圏 ２，８２８ ２，７４７

利根保健医療圏 ３，５２６ ３，５２６

計 ４６，０３３ ４８，６９９
（平成20年4月末日見込み） 

２ （略） 



変更後 変更前 

第２部 保健医療推進計画 

第１章 質が高く効率的な医療提供体制の確保 

 がんや脳卒中など主要な疾病等の病態に応じた各機能（急性期、

回復期、在宅医療など）ごとの診療実施施設については、医療機能

情報提供システムを活用し、県ホームページにより情報提供します。

ＵＲＬ：http://www.pref.saitama.lg.jp/ 

 特定の医療機能を有する病院位置図並びに救急医療体制参画医療

機関などの情報は、本計画の資料編に掲載しています。 

第１節 患者本位の医療の提供と医療安全の確保 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ 医療機能情報提供システムの運営 

⑵～⑷ （略） 

４ （略） 

第２節 医療機関の機能分化・連携と医療機能の重点化の促進 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴～⑸ （略） 

第２部 保健医療推進計画 

第１章 質が高く効率的な医療提供体制の確保 

 がんや脳卒中など主要な疾病等の病態に応じた各機能（急性期、

回復期、在宅医療など）ごとの診療実施施設については、医療機能

情報提供システム（仮称）を活用し、県ホームページにより情報提

供します。ＵＲＬ：http://www.pref.saitama.lg.jp/ 

 特定の医療機能を有する病院位置図並びに救急医療体制参画医療

機関などの情報は、本計画の資料編に掲載しています。 

第１節 患者本位の医療の提供と医療安全の確保 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ 医療機能情報提供システム（仮称）の運営 

⑵～⑷ （略） 

４ （略） 

第２節 医療機関の機能分化・連携と医療機能の重点化の促進 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴～⑸ （略） 



変更後 変更前 

⑹ 医療機能情報提供システムの運営 

⑺ 中核的医療機関に対する開業医の支援 

４ （略） 

第３節～第６節 （略） 

第７節 小児医療 

１ 現状と課題 

⑴ 小児救急医療については、症状に応じて初期から第三次ま

 での救急医療体制を整備し、対応しています。初期救急は、

 入院の必要のない軽症患者を対象に、休日夜間急患センター、

 在宅当番医制で対応しています。第二次小児救急は、重症患

 者を対象に、小児救急医療支援事業、小児救急医療拠点病院

 で対応しています。第三次救急は、重篤患者を対象に、救命

 救急センターで対応しています。 

 

⑵～⑹ （略） 

２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ （略） 

⑹ 医療機能情報提供システム（仮称）の運営 

⑺ 中核的医療機関を開業医が支援するシステムの構築 

４ （略） 

第３節～第６節 （略） 

第７節 小児医療 

１ 現状と課題 

⑴ 小児救急医療については、症状に応じて初期から第三次ま

 での救急医療体制を整備し、対応しています。初期救急は、

 入院の必要のない軽症患者を対象に、休日夜間急患センター

 （２８か所）、在宅当番医制（２５地区）で対応しています。

 第二次小児救急は、重症患者を対象に、小児救急医療支援事

 業（１２地区）、小児救急医療拠点病院（４地区・２か所）

 で対応しています。第三次救急は、重篤患者を対象に、救命

 救急センター（６か所）で対応しています。 

⑵～⑹ （略） 

２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ （略） 



変更後 変更前 

⑵ 中核的医療機関に対する開業医の支援 

⑶～⑸ （略） 

４ （略） 

第８節 周産期医療 

１ 現状と課題 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 出生数及び出生率は年々減尐しているものの、極低出生体

 重児（出生時の体重が１，５００ｇ未満の児）の出生数は増

 加傾向にあります。 

⑸ ハイリスク妊産婦やハイリスク新生児に適切に対処するた

 めＮＩＣＵ（新生児集中治療室）病床の不足解消、周産期医

 療ネットワークの機能充実に努める必要があります。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ 周産期母子医療センターにおける産科医、小児科医の確保 

⑵ 救命処置が必要な重症妊産婦に対応する母体救命コントロ 

 ールセンターの運営 

⑵ 中核的医療機関を開業医が支援するシステムの構築 

⑶～⑸ （略） 

４ （略） 

第８節 周産期医療 

１ 現状と課題 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 出生数及び出生率は年々減尐しているものの、低出生体重

 児（出生時の体重が２，５００ｇ未満の児）の出生数は横ば

 い傾向です。 

⑸ 低出生体重児に代表されるハイリスクの妊娠・分娩に適切

 に対処するため、周産期医療のネットワークをより一層有機

 的に機能させていく必要があります。 

⑹ （略） 

２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ 中核的医療機関を開業医が支援するシステムの構築 

⑵ 周産期医療に係る情報提供体制の充実・強化 

 



変更後 変更前 

⑶ （略） 

⑷ 周産期医療に係る情報システムの改善 

４ （略） 

第９節 救急医療 

１ 現状と課題 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 第二次救急医療体制は、入院や手術を必要とする重症救急

 患者に対応するもので、第二次救急医療圏ごとに病院群輪番

 制により実施しています。 

⑷ 第三次救急医療体制は、生命の危機が切迫している重篤患

 者に対応するもので、救命救急センターで実施しています。 

 

⑸～⑼ （略） 

２～４ （略） 

第１０節 災害時医療 

１ 現状と課題 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 県では平成９年から災害拠点病院の整備を進めており、基 

⑶ （略） 

 

４ （略） 

第９節 救急医療 

１ 現状と課題 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 第二次救急医療体制は、入院や手術を必要とする重症救急

 患者に対応するもので、県内を１６の救急医療圏に分け地区

 ごとに病院群輪番制により実施しています。 

⑷ 第三次救急医療体制は、生命の危機が切迫している重篤患

 者に対応するもので、県内６か所の救命救急センターで実施

 しています。 

⑸～⑼ （略） 

２～４ （略） 

第１０節 災害時医療 

１ 現状と課題 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 県では平成９年から災害拠点病院の整備を進めており、基



変更後 変更前 

幹災害医療センター及び地域災害拠点病院を指定していま

す。 

⑸～⑼ （略） 

２～４ （略） 

第１１節～第１７節 （略） 

第１８節 保健医療福祉従事者等の確保 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ （略） 

⑵ 研修医の誘導・定着策の推進 

⑶ 開業医の支援による病院勤務医師の負担軽減 

⑷ 女性医師に対する就業支援策の推進 

⑸～⑾ （略） 

４ （略） 

第２章 （略） 

第３章 安心・安全なくらしを守る健康危機管理体制の構築 

第１節～第６節 （略） 

第７節 保健衛生施設の機能充実 

 幹災害医療センターを１か所、地域災害拠点病院を１０か所

 指定しています。 

⑸～⑼ （略） 

２～４ （略） 

第１１節～第１７節 （略） 

第１８節 保健医療福祉従事者等の確保 

１・２ （略） 

３ 主な取組 

⑴ （略） 

 

 

 

⑵～⑻ （略） 

４ （略） 

第２章 （略） 

第３章 安心・安全なくらしを守る健康危機管理体制の構築 

第１節～第６節 （略） 

第７節 保健衛生施設の機能充実 



変更後 変更前 

１ 現状と課題 

⑴ 広域的、専門的なサービスを提供する保健所は、県が１３

 保健所を設置しています。 

 

⑵・⑶ （略） 

⑷ 保健所では、精神保健福祉センター、福祉事務所、児童相

 談所などとも連携を図っています。 

 

 

２・３ （略） 

第４章 圏域の重点取組 

第１節 南部保健医療圏 

１ がん医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市、医師会、医療機関、薬局、保健所 

２ 糖尿病等の生活習慣病対策 

⑴・⑵ （略） 

１ 現状と課題 

⑴ 広域的、専門的なサービスを提供する保健所は、県が１３

 保健所を設置しています。そのうち１０保健所は、福祉の事

 務も扱う福祉保健総合センター内にあります。 

⑵・⑶ （略） 

⑷ 保健所では、精神保健福祉センターや児童相談所などとも

 連係を図っています。 

⑸ 県民の日常生活圏や公共交通網の整備などの動向次第で 

 は、保健所等の配置見直しが必要となります。 

２・３ （略） 

第４章 圏域の重点取組 

第２節 中央保健医療圏 

１ がん医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市町、医師会、医療機関、薬局、保健所 

２ 糖尿病等の生活習慣病対策 

⑴・⑵ （略） 



変更後 変更前 

⑶ 実施主体 

 医療保険者、市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機

関、保健所 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、市、県福祉事務所、保健所、介護保険事業

者 

４ 親と子の保健対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市、医師会、歯科医師会、児童相談所、教育委員会、学校、

保健所 

５ 地域における健康危機管理体制 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

保健所、市、医師会等 

⑶ 実施主体 

 医療保険者、市町、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療

機関、保健所 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、市町、福祉保健総合センター、保健所、介

護保険事業者 

４ 親と子の保健対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市町、医師会、歯科医師会、児童相談所、教育委員会、学

校、保健所 

５ 地域における健康危機管理体制 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

保健所、市町、医師会等 



変更後 変更前 

第２節 南西部保健医療圏 

１～３ （略） 

４ 健康危機管理体制の整備充実 

⑴ 目標 

 原因の如何を問わず、健康危機に対して迅速・的確な対応

がいつでもとれるよう、保健行政、医師会、警察、消防、医

療機関、教育機関等各種団体及び住民組織などが緊密なネッ

トワークを築き、緊急事態に備えます。 

⑵ 主な取組 

ア 関係機関が連携した健康危機管理のネットワーク構築 

 

イ・ウ （略） 

⑶ （略） 

第３節 東部保健医療圏 

１ （略） 

２ 小児救急医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

第３節 西部第一保健医療圏 

１～３ （略） 

４ 健康危機管理体制の整備充実 

⑴ 目標 

 原因の如何を問わず、健康危機に対して迅速・的確な対応

がいつでもとれるよう、保健所管内ごとに、保健行政、医師

会、警察、消防、医療機関、教育機関等各種団体及び住民組

織などが緊密なネットワークを築き、緊急事態に備えます。 

⑵ 主な取組 

ア 管内関係機関が連携した健康危機管理のネットワーク構 

 築 

イ・ウ （略） 

⑶ （略） 

第１節 東部保健医療圏 

１ （略） 

２ 小児救急医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 
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保健所、市町、医師会、薬剤師会、消防本部 

３・４ （略） 

第４節 さいたま保健医療圏 

１ がん医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市、医師会、薬剤師会、医療機関 

２ 糖尿病等の生活習慣病対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市、医療保険者、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機

関 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関、訪問看護

ステーション、介護保険事業者 

 

保健所、市町、医師会、消防本部 

３・４ （略） 

第２節 中央保健医療圏 

１ がん医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市町、医師会、医療機関、薬局、保健所 

２ 糖尿病等の生活習慣病対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療保険者、市町、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療

機関、保健所 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、市町、福祉保健総合センター、保健所、介

護保険事業者 



変更後 変更前 

４ 親と子の保健対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市、教育委員会、医師会、歯科医師会 

 

５ 地域における健康危機管理体制 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市、医師会等 

第５節 県央保健医療圏 

１・２ （略） 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、市町、県福祉事務所、保健所、介護保険事

業者 

４・５ （略） 

４ 親と子の保健対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市町、医師会、歯科医師会、児童相談所、教育委員会、学

校、保健所 

５ 地域における健康危機管理体制 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

保健所、市町、医師会等 

第２節 中央保健医療圏 

１・２ （略） 

３ 在宅医療 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、市町、福祉保健総合センター、保健所、介

護保険事業者 

４・５ （略） 



変更後 変更前 

第６節 川越比企保健医療圏 

１ 健康危機管理体制の整備充実 

⑴ 目標 

 健康危機に対して、原因の如何を問わず迅速・的確な対応

がいつでもとれるよう、行政、医師会、消防、医療機関等の

関係機関が緊密な連絡体制を整備して、緊急事態に備えます。 

⑵ 主な取組 

ア 健康危機管理意識の向上のための普及啓発 

イ 関係機関による健康危機管理対応のための体制整備 

⑶ 実施主体 

保健所、市町村、医師会、薬剤師会、医療機関、消防本部 

２ 生活習慣病予防からはじめる健康づくり対策（糖尿病対策を

 含む） 

⑴ 目標 

 多様な健康づくり事業を展開し、住民自らが生活習慣の改

善に取り組める環境づくりを進めます。特に、糖尿病をはじ

めとする生活習慣病を予防するために、食生活、運動、喫煙

対策に取り組みます。さらに、地区組織、ボランティア団体

第３節 西部第一保健医療圏 

１ 生活習慣病予防からはじめる健康づくり 

⑴ 目標 

 生活習慣病の予防と早期発見のため、特定健診・特定保健

指導、各種がん検診等の受診率の向上を図ります。また、健

診で発見された「メタボリックシンドローム該当者及び予備

群」を減らし、生活習慣病を予防します。県民は自らの生活

習慣を見直し、生活習慣改善に取り組みます。そして、広く

地域住民の意識を高めるとともに、健康づくりに取り組みや

すい環境づくりを進めます。 

⑵ 主な取組 

ア 健康づくりに取り組みやすい環境整備 

イ 生活習慣病の早期発見と適切な指導の推進 

ウ 地域・職域保健の連携推進 

⑶ 実施主体 

 市町、保健所、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療保険

者、事業所、商工会、地域産業保健センター、労働基準監督

署、食生活改善推進員等各種健康づくり関係団体 



変更後 変更前 

等と協働し、地域と一体となった健康づくりを支援します。 

⑵ 主な取組 

ア 健康づくりに関する知識の普及啓発 

イ 健康づくり体制の整備と施策の推進 

ウ 糖尿病対策の推進 

エ 健康づくり事業の充実 

⑶ 実施主体 

 市町村、医療保険者、保健所、医師会、薬剤師会、医療機

関、各種関係団体 

３ 小児救急医療 

⑴ 目標 

 休日、夜間を問わず、急病等の子どもが必要かつ適切な医

療を受けられるよう、小児救急医療体制の充実・強化を推進

します。 

⑵ 主な取組 

ア 小児救急医療に関する知識の普及啓発 

イ 小児救急医療体制の整備 

⑶ 実施主体 

２ 糖尿病対策 

⑴ 目標 

 当圏域内の糖尿病患者数は、生活習慣や社会環境の変化に

伴って年々増加しています。糖尿病は、放置すると、網膜症・

腎症・神経障害などの合併症を引き起こし、末期には失明し

たり透析治療が必要となることもあります。 

 そこで、医療、保健、福祉が連携して、糖尿病患者（予備

群を含む）の早期発見、適切な治療や保健指導を継続的に行

える仕組み作りが必要となっています。 

⑵ 主な取組 

ア 糖尿病対策地域連携体制整備 

イ 糖尿病の早期発見・発症予防 

ウ 糖尿病の重症化・合併症の防止 

エ 広く糖尿病の知識の普及 

⑶ 実施主体 

 保健所、市町、医師会、薬剤師会、医療機関、医療保険者、

各種団体 

３ 小児救急医療 



変更後 変更前 

保健所、市町村、医師会、医療機関、消防本部 

４ 親と子の保健対策 

⑴ 目標 

 母子保健に関する相談体制の整備やネットワークづくりを

進め、児童虐待予防対策等の推進に努めます。妊娠・出産期

からの相談・支援に努め、養育力の不足する可能性の高い家

庭への支援を強化します。また、育児不安や負担感を持ちや

すい未熟児の家庭訪問を徹底することにより、子育て支援、

児童虐待防止に努めます。さらに、研修、技術支援を通じて、

従事者の人材育成に努めます。 

⑵ 主な取組 

ア 妊娠・出産期からの相談支援体制の整備 

イ 未熟児訪問の強化 

ウ 関係機関との連携強化 

エ 研修体制の強化  

⑶ 実施主体 

市町村、保健所、医療機関 

５ 歯科保健対策 

⑴ 目標 

 休日・夜間であっても、急病や事故に遭った子どもが必要

な医療を的確に受けられるよう、小児救急医療体制の再構築

を進めます。 

⑵ 主な取組 

ア 小児救急医療体制の充実・強化 

イ 子どもの急病等に関する情報提供の強化 

ウ 小児救急医療を検討する協議会の機能強化 

エ 実践的な小児救急医療に関する研修の受講促進 

⑶ 実施主体 

医師会、医療機関、保健所、市町、消防本部 

４ 健康危機管理体制の整備充実 

⑴ 目標 

 原因の如何を問わず、健康危機に対して迅速・的確な対応

がいつでもとれるよう、保健所管内ごとに、保健行政、医師

会、警察、消防、医療機関、教育機関等各種団体及び住民組

織などが緊密なネットワークを築き、緊急事態に備えます。 

⑵ 主な取組 
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⑴ 目標 

 ８０２０運動の目標達成を目指し、むし歯と歯周病疾患の

予防のため、ライフステージに応じた効果的な歯科保健対策

を推進します。特に、乳幼児期においてはフッ化物利用等に

よるむし歯予防対策の推進を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 歯科保健に関する知識の普及啓発 

イ 地域における歯科保健医療サービス提供のための連携強

 化 

ウ フッ素塗布、歯科検診・歯周病検診等の普及 

⑶ 実施主体 

市町村、歯科医師会、歯科衛生士会、保健所等 

第７節 西部保健医療圏 

１ 生活習慣病予防からはじめる健康づくり 

⑴ 目標 

 生活習慣病の予防と早期発見のため、特定健診・各種がん

検診等の受診率の向上を図り、効果的な保健指導を目指しま

す。 

ア 管内関係機関が連携した健康危機管理のネットワーク構 

 築 

イ 健康危機管理対策協議会（仮称）メンバーが連携した健

 康危機管理想定訓練の実施 

ウ 地域住民の健康危機管理についての意識が高まる情報提 

 供 

⑶ 実施主体 

 医師会、薬剤師会、警察、消防、病院、福祉施設、教育機

関、住民、市町、保健所 

第４節 西部第二保健医療圏 

１ 糖尿病医療 

⑴ 目標 

 平成２０年度から医療保険者が特定健診・保健指導を開始

します。健診により早期に糖尿病予備群を選定し効果的な保

健指導の実施をめざします。また、治療が必要な場合は早期

に医療につなげます。さらに、合併症予防、重症化防止をは

かるために適切な医療が提供できるよう医療機関同士の連携

をさらに強化していきます。 
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 また、生活習慣病を予防するために、食生活、運動、喫煙

対策等に取り組み、住民の健康意識を高めるとともに、健康

づくりに取り組みやすい環境を整えます。さらに、ボランテ

ィア団体等と協働し、地域住民と共に健康づくり事業を展開

します。 

⑵ 主な取組 

ア 特定健診・各種がん検診等受診率の向上と特定保健指導

 の充実 

イ 特定健診・保健指導の体制整備の支援と実務者の育成 

ウ 地域・職域保健の連携推進 

エ 糖尿病対策の推進 

オ 健康づくりに関する知識の普及啓発 

⑶ 実施主体 

 市、医療保険者、保健所、医師会、薬剤師会、歯科医師会、

地区組織 

２ 小児救急医療 

⑴ 目標 

 休日・夜間であっても、急病や事故に遭った子どもが必要

⑵ 主な取組 

ア 特定健診受診率の向上と特定保健指導の充実 

イ 医療機関における連携体制の強化 

ウ 特定健診・保健指導の体制整備の支援と実務者の育成 

⑶ 実施主体 

市町、医療保険者、医療機関、保健所 

２ 救急医療（小児救急医療を含む） 

⑴ 目標 

 救急医療体制の確保は県全体の問題であり、当圏域におい

ても重要な課題です。そのために行政、医療機関がより緊密

な協力体制を作り上げることが必要です。 

 圏域内の小児救急を含む救急医療体制を整備するために、

管内医療関係機関とさらなる連携を図ります。また、小児救

急電話相談の普及をはかる等、住民に対し緊急度に応じた適

切な受診について広報していきます。 

⑵ 主な取組 

ア 初期救急から第三次救急に至るまでの救急医療供給体制

 の整備 
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な医療を的確に受けられるよう、小児救急医療体制の再構築

を進めます。また、小児救急電話相談の普及を図る等、住民

に対し緊急度に応じた適切な受診について広報していきま

す。 

⑵ 主な取組 

ア 小児救急医療体制の充実・強化 

イ 子どもの急病等に関する情報提供の強化 

ウ 小児救急医療を検討する協議会の機能強化 

エ 実践的な小児救急医療に関する研修の受講促進 

⑶ 実施主体 

医師会、医療機関、薬剤師会、保健所、市、消防本部 

３ 親と子の保健対策 

⑴ 目標 

 母子保健に関する相談体制の整備や関係機関のネットワー

クづくりを進め、児童の健全育成を図ります。児童虐待予防

対策等の推進に努めます。妊娠・出産期からの相談・支援に

努め、養育力の不足する可能性の高い家庭への支援を強化し

ます。また、育児不安や負担感を持ちやすい未熟児の家庭訪

イ 小児医療救急体制の整備 

ウ 救急医療の普及啓発 

⑶ 実施主体 

保健所、市町、医療機関、消防本部等 

３ 健康づくり対策 

⑴ 目標 

 ハイリスク者を対象とした働きかけと住民全体を対象とし

た働きかけを組み合わせて幅広い事業を実施し、住民の健康

づくりを支援します。 

 また、特に生活習慣病を予防するために、食生活、運動、

喫煙対策に取り組み、住民の健康意識を高めるよう努めます。

さらに、地区組織、ボランティア団体等と協働し、地域住民

と共に健康づくり事業を展開します。 

⑵ 主な取組 

ア 健康づくり施策の整備 

イ 健康づくり事業の充実 

⑶ 実施主体 

市町、医療機関、地区組織、保健所 



変更後 変更前 

問を徹底することにより、子育て支援、児童虐待防止に努め

ます。さらに、研修、技術支援を通じて、従事者の人材育成

に努めます。 

⑵ 主な取組 

ア 妊娠・出産期からの相談支援体制の整備 

イ 未熟児訪問の強化 

ウ 関係機関との連携強化 

エ 研修体制の強化 

⑶ 実施主体 

市、保健所、児童相談所、医療機関 

４ 健康危機管理体制の整備充実 

⑴ 目標 

 原因の如何を問わず、健康危機に対して迅速・的確な対応

がいつでもとれるよう、保健行政、医師会、警察、消防、医

療機関、教育機関等各種団体及び住民組織などが緊密なネッ

トワークを築き、緊急事態に備えます。 

⑵ 主な取組 

ア 関係機関が連携した健康危機管理のネットワーク構築 

４ 親と子の保健対策 

⑴ 目標 

 母子保健に関する相談体制の整備やネットワークづくりを

すすめ、児童虐待予防対策等の推進に努めます。妊娠・出産

期からの相談・支援に努め、養育力の不足する可能性の高い

ハイリスク家庭への支援を強化します。また、育児不安や負

担感をもちやすい未熟児の家庭訪問を徹底することにより、

子育て支援、児童虐待防止に努めます。さらに、研修、技術

支援を通じて、従事者の人材育成に努めます。 

⑵ 主な取組 

ア 妊娠・出産期からの相談支援体制の整備 

イ 未熟児訪問の強化 

ウ 関係機関との連携強化  

エ 研修体制の強化 

⑶ 実施主体 

市町、保健所、児童相談所、医療機関 

第５節 比企保健医療圏 

１ 糖尿病医療 



変更後 変更前 

イ 健康危機管理対策協議会（仮称）メンバーが連携した健

 康危機管理想定訓練の実施 

ウ 地域住民の健康危機管理についての意識が高まる情報提

 供 

⑶ 実施主体 

 医師会、薬剤師会、警察、消防、病院、福祉施設、教育機

関、住民、市、保健所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 目標 

 糖尿病の早期発見と重症化・合併症の併発防止を図ります。

また、保健・医療・福祉が連携した適切な療養指導が行える

よう、関係者間のネットワークを強化していきます。 

⑵ 主な取組 

ア 糖尿病に関する知識の普及啓発 

イ 糖尿病予防のための個別指導の充実 

ウ 糖尿病に関する医療連携体制の整備 

⑶ 実施主体 

 保健所、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機

関 

２ 小児救急医療 

⑴ 目標 

 比企地域の実情に即しながら、休日、夜間を問わず、急病

などの子どもが必要かつ適切な医療を受けられるよう、小児

救急医療体制の充実・強化を推進します。 

⑵ 主な取組 

ア 小児救急医療に関する知識の普及啓発 



変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「比企地区こども夜間救急センター」の体制強化 

ウ 比企地域にふさわしい小児救急医療体制の整備 

⑶ 実施主体 

保健所、市町村、消防本部、医師会、医療機関 

３ 健康づくり対策 

⑴ 目標 

 地域住民が、自ら健康的な生活習慣を確立できるように、

保健事業の充実や環境整備を進めます。 

⑵ 主な取組 

ア 健康づくりに関する知識の普及啓発 

イ 健康づくりに取り組みやすい環境整備 

ウ 生活習慣病の早期発見と効果的な保健事業の推進 

⑶ 実施主体 

 保健所、市町村、医療保険者、医師会、薬剤師会、医療機

関、各種関係団体 

４ 歯科保健対策 

⑴ 目標 

 ８０２０運動の目標達成を目指し、むし歯と歯周病疾患の



変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 （略） 

第９節 北部保健医療圏 

１ 糖尿病医療 

⑴ 目標 

 糖尿病に関する知識の普及啓発に取り組みます。糖尿病の

早期発見・発症予防を図ります。また、適切な医療の提供に

より糖尿病の重症化・合併症の予防に努めます。 

⑵ 主な取組 

ア 糖尿病に関する知識の普及啓発 

予防のため、ライフステージに応じた効果的な歯科保健対策

を推進します。特に、乳幼児期においては、フッ化物利用に

よるむし歯予防対策の推進を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 歯科保健に関する知識の普及啓発 

イ 情報交換、実態把握、事業評価など 

ウ フッ素塗布、歯科健診・歯周病健診などの普及 

⑶ 実施主体 

保健所、市町村、歯科医師会、歯科衛生士会 

第９節 （略） 

第７節 児玉保健医療圏 

１ 糖尿病医療 

⑴ 目標 

 メタボリックシンドロームの概念を導入し、糖尿病に関す

る知識の普及啓発に取り組みます。また、特定健康診査、特

定保健指導の実施により糖尿病の発症予防に取り組みます。

さらに、医療機関と連携し該当者の適切な受療行動を促すと

ともに、生活習慣の改善に取り組み、重症化・合併症の予防



変更後 変更前 

イ 糖尿病等の予備群の早期発見・重症化予防 

ウ 糖尿病に関する医療の質の確保と医療連携体制の充実 

⑶ 実施主体 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町、保健所、地域住民

団体 

２ 小児救急医療 

⑴ 目標 

 初期・二次の救急医療体制を充実し、保護者の不安を解消

します。また、適切な受診の仕方やかかりつけ医を持つこと

の重要性などについて普及啓発を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 初期・二次救急医療体制の充実・強化 

イ 救急医療についての知識の普及・啓発 

⑶ 実施主体 

市町、保健所、医師会、消防本部 

３ 災害医療 

⑴ 目標 

 災害時における医療救護活動の体制整備を推進します。医

に努めます。 

⑵ 主な取組 

ア 糖尿病に関する知識の普及啓発 

イ 糖尿病等の予備群の早期発見と重症化防止 

ウ 医療連携体制の整備 

⑶ 実施主体 

医師会、薬剤師会、市町、保健所 

２ 小児救急を含む小児医療 

⑴ 目標 

 休日、夜間等における小児救急医療体制の充実を推進する

とともに、救急医療に関する知識の普及啓発を行い、急病時

の保護者の不安が解消できるようにします。また、子どもた

ちが心身ともに健やかに育つための育児支援と子育て環境の

整備を推進します。 

⑵ 主な取組 

ア 休日・夜間の救急医療体制の確保 

イ 救急医療についての知識の普及啓発 

ウ 保健・医療・福祉の連携による子育て支援の充実 



変更後 変更前 

療救護活動の研修や訓練体制の充実を図ります。また、地域

防災体制の周知徹底を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 災害時における医療提供体制の整備 

イ 災害時に適切な医療救護活動を行うための研修及び訓練

 体制の充実 

ウ 災害時における防災体制の周知・徹底 

⑶ 実施主体 

（西）：医師会、薬剤師会、市町、消防本部、保健所 

４ 健康づくり対策 

⑴ 目標 

 住民一人ひとりが自ら望ましい生活習慣を確立し、健康保

持、増進できるよう、健康づくりに関する知識の普及啓発等

に努め、地域での健康づくり支援体制を整備します。 

⑵ 主な取組 

ア 地域住民自らの健康的な生活習慣確立への支援 

イ 健康づくりを支える人材の確保・指導者の資質の向上 

⑶ 実施主体 

⑶ 実施主体 

医師会、市町、消防本部、保健所、関係機関 

３ 災害医療 

⑴ 目標 

 災害時における医療救護活動を迅速かつ効果的に行うため

の体制整備を推進します。 

 また、地域の関係機関や地域住民等が連携して医療救護活

動が行えるよう研修及び訓練体制の充実を図ります。さらに、

災害時において地域住民が自らの命を守り、また住民相互に

救助活動ができるよう医療救護活動を中心とした地域防災体

制の周知徹底を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 災害時における医療提供体制の整備 

イ 災害時に適切な医療救護活動を行うための研修及び訓練

 体制の充実 

ウ 災害時における防災体制の周知・徹底 

⑶ 実施主体 

医師会、薬剤師会、市町、消防本部、保健所 



変更後 変更前 

市町、保健所、医師会、薬剤師会、医療保険者 

５ 親と子の保健対策 

⑴ 目標 

 母子保健事業を通して、ハイリスク家庭の早期発見と早期

支援に努め、児童虐待の予防を強化します。地域で子育て支

援ができる体制を構築します。 

⑵ 主な取組 

ア ハイリスク家庭の早期発見・早期支援の充実 

イ 地域ぐるみの子育て支援の充実 

⑶ 実施主体 

（東）：市町、保健所、地域住民団体 

６ 歯科保健対策 

⑴ 目標 

 歯の健康管理を自ら行い、生涯を通じて質の高い生活を送

ることができるよう地域支援体制を整備します。また、歯科

検診・相談体制の充実を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア う蝕予防・歯周疾患予防の推進 

４ 健康づくり対策 

⑴ 目標 

 運動や食生活等に関する望ましい生活習慣を確立し、でき

るだけ長く健康で生きがいのある暮らしを実現できるよう、

健康づくりに関する知識の普及啓発や生活習慣病予備群等の

早期発見などに努めます。また、住民一人ひとりが主体的に

健康づくりに取り組めるような環境整備を推進します。 

⑵ 主な取組 

ア 健康づくりに関する知識の普及啓発 

イ 生活習慣病有病者・予備群の早期発見と指導の徹底 

ウ 住民が主体的に取り組める体制の整備 

エ 保健指導実施者の資質向上 

⑶ 実施主体 

医師会、薬剤師会、市町、保健所、関係機関 

５ 歯科保健対策 

⑴ 目標 

 歯の健康管理を自ら行う能力を高め、生涯を通じて質の高

い生活を送ることができるよう支援します。また、う蝕や歯



変更後 変更前 

イ 地域での歯科保健医療体制の基盤整備 

⑶ 実施主体 

（西）：歯科医師会、市町、保健所 

７ 安全・安心な食品の提供と確保 

⑴ 目標 

 食品営業者の自主的衛生管理の推進を図り、流通する食品

の安全を確保します。また、食中毒の根絶を目指します。 

⑵ 主な取組 

ア 埼玉版ハサップ「彩の国ハサップガイドライン」の導入

 の促進 

イ 住民への食中毒予防等の情報の提供 

⑶ 実施主体 

（東）：保健所、市町 

 

 

 

 

 

周疾患予防のため、高齢者や障害者及び各ライフステージに

応じた検診・相談体制の充実を図ります。さらに、住民や歯

科医師会、行政が連携して、これらを推進していくための地

域の体制を整備していきます。 

⑵ 主な取組 

ア 乳幼児・学童期のう蝕予防の推進 

イ 歯周疾患予防の推進 

ウ 障害者の歯科保健医療体制の確立 

エ 地域での歯科保健医療体制の基盤整備 

⑶ 実施主体 

歯科医師会、市町、保健所 

第８節 大里保健医療圏 

１ 糖尿病医療 

⑴ 目標 

 医療機関・行政機関・住民団体が協力して、糖尿病に関す

る知識を普及します。各種健診、早期の生活習慣の改善によ

り糖尿病の早期発見、発症予防を図ります。また、適切な医

療の提供により糖尿病の重症化・合併症の防止に努めます。 



変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 主な取組 

ア 糖尿病に関する医療の質の確保と医療連携体制の充実 

イ 糖尿病に関する健康教育・専門的個別指導 

ウ 糖尿病に関する知識の普及 

⑶ 実施主体 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、市町、保健所、地域住民

団体 

２ 小児救急医療 

⑴ 目標 

 休日・夜間の初期・二次の小児救急医療体制を充実し、休

日や夜間における子どもの急病に対する保護者の不安を解消

します。また、適切な受診の仕方や救急知識、かかりつけ医

を持つことの重要性などについて普及啓発を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 休日・夜間の小児医療体制の確保  

イ 小児二次救急医療体制の充実・強化 

ウ 救急医療についての知識の普及・啓発 

⑶ 実施主体 



変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町、保健所、医師会 

３ 健康づくり対策 

⑴ 目標 

 住民一人ひとりが自ら生活習慣を改善し、健康保持、増進

ができるよう、地域での健康づくり支援体制を整備します。 

⑵ 主な取組 

ア 地域住民自らの健康的な生活習慣確立への支援 

イ 効果的、効率的な保健事業の充実 

ウ 健康づくりを支える人材の確保 

⑶ 実施主体 

市町、保健所、医療保険者 

４ 親と子の保健対策 

⑴ 目標 

 母子保健事業をとおしてハイリスク家庭の早期発見と早期

支援に努め、児童虐待の予防を強化します。地域全体で子育

て支援ができる体制を構築し、親が自信を持って子育てを楽

しめるよう支援します。 

⑵ 主な取組 



変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 妊娠中からの早期支援の充実 

イ 新生児・未熟児訪問等の充実 

ウ 乳幼児健康診査と個別支援の充実  

エ 地域ぐるみの子育て支援の充実 

⑶ 実施主体 

市町、保健所、地域住民団体 

５ 安全・安心な食品の提供と確保 

⑴ 目標 

 食品営業者に県で実施する「食品衛生自主管理優良施設確

認制度」を周知し、食品営業者の自主的衛生管理の推進を図

り、食中毒の根絶を目指します。 

 食品製造業者については、埼玉版ハサップ「彩の国ハサッ

プガイドライン」による自主衛生管理施設制度の導入を促進

し、流通する食品の安全を確保します。 

⑵ 主な取組 

ア 食品衛生自主管理優良施設の確認による自主的な衛生管

 理の推進 

イ 埼玉版ハサップ「彩の国ハサップガイドライン」の導入



変更後 変更前 

 

 

 

 

第１０節 秩父保健医療圏 

１ 救急医療 

⑴ 目標 

 二次救急医療体制を堅持するため、関係医療機関相互の医

療連携を推進し、医療資源の有効活用を図ります。また、診

療所医師の協力による輪番制参加病院支援体制の整備を推進

するとともに、秩父地域における医師確保対策にも取り組み

ます。 

⑵ 主な取組 

ア 関係医療機関相互の医療連携の推進 

イ～エ （略） 

⑶ 実施主体 

市町、消防本部、医師会、医療機関、保健所 

２ 小児救急を含む小児医療 

 の促進 

ウ 住民への食中毒予防等の情報の提供 

⑶ 実施主体 

保健所、市町 

第６節 秩父保健医療圏 

１ 救急医療 

⑴ 目標 

 現行の二次救急医療体制を堅持するため、公立病院間の医

療連携を推進し、医療資源の有効活用を図ります。また、診

療所医師の協力による輪番制参加病院支援体制の整備を推進

するとともに、秩父地域における医師確保対策にも取り組み

ます。 

⑵ 主な取組 

ア 公立病院間の医療連携の推進 

イ～エ （略） 

⑶ 実施主体 

 市町、消防本部、医師会、医療機関、福祉保健総合センター 

２ 小児救急を含む小児医療 



変更後 変更前 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市町、医師会、医療機関、保健所 

３ 地域リハビリテーション体制の整備充実 

⑴ 目標 

 急性期医療機関に入院中の患者が回復期のリハビリテーシ

ョンを要する状態になった際に受け入れることのできる病床

が、当保健医療圏には十分に整備されていません。このため、

回復期リハビリテーション病床の確保を図り、円滑な在宅復

帰等を推進します。そのほか、当保健医療圏において必要と

されるリハビリテーション機能の充実を図ります。 

⑵ 主な取組 

ア 回復期リハビリテーション医療スタッフ（医師・理学療

 法士・作業療法士・言語聴覚士）の確保及び施設・設備の

 整備 

イ 脳血管疾患等の回復期にある患者が継続して適切な医療

 を受けられるよう地域連携クリティカルパスの導入 

⑶ 実施主体 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

市町、医師会、福祉保健総合センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更後 変更前 

市町、医師会、医療機関、保健所 

４ 長寿時代の健康管理対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市町、社会福祉協議会、福祉事務所、保健所、医師会、薬

剤師会、医療機関、医療保険者 

５ （略） 

第５章 計画の推進体制等 

第１節 計画の推進体制 

１ 各保健医療圏における推進体制 

⑴ 一次保健医療圏における推進体制 

ア 市町村は、当該地域の保健・医療・福祉の関係団体、県

 の保健所等との連携を図りながら、計画の推進に努めます。 

 

イ （略） 

⑵・⑶ （略） 

２ 実施主体の役割 

⑴ 県 

 

３ 長寿時代の健康管理対策 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 実施主体 

 市町、社会福祉協議会、福祉保健総合センター、医師会、

薬剤師会、医療機関、医療保険者 

４ （略） 

第５章 計画の推進体制等 

第１節 計画の推進体制 

１ 各保健医療圏における推進体制 

⑴ 一次保健医療圏における推進体制 

ア 市町村は、当該地域の保健・医療・福祉の関係団体、県

 の福祉保健総合センター、保健所等との連携を図りながら、

 計画の推進に努めます。 

イ （略） 

⑵・⑶ （略） 

２ 実施主体の役割 

⑴ 県 



変更後 変更前 

ア （略） 

イ 保健所 

(ｱ) 保健所では、各種施策等の調査研究や企画調整機能の 

役割を担っています。市町村での対応が困難な精神保健

や難病対策、エイズ・感染症対策など、専門性・技術性

の高いサービス提供の機能も担っています。さらに、食

品、薬事、衛生及び生活環境などの、いわゆる対物保健

サービス提供機能を担っています。 

 

(ｲ) （略） 

(ｳ) このため、保健所は、地域保健の広域的・専門的・技 

術的拠点としての機能の強化に努めます。また、地域の

情報センターとして保健・医療・福祉に関する情報の収

集、管理、分析、広報に努めます。さらに、保健医療従

事者への研修などの役割を担うとともに、福祉との連携

を強化しつつ、この計画を推進します。 

⑵～⑷ （略） 

第２節 （略） 

ア （略） 

イ 福祉保健総合センター・保健所 

(ｱ) 福祉保健総合センターと保健所では、各種施策等の調 

査研究や企画調整機能の役割を担っています。市町村で

の対応が困難な精神保健福祉や難病対策、エイズ・感染

症対策など、専門性・技術性の高いサービス提供の機能

も担っています。さらに、食品、薬事、衛生及び生活環

境などの､いわゆる対物保健サービス提供機能を担って

います。 

(ｲ) （略） 

(ｳ) このため、福祉保健総合センターと保健所は、地域保 

健の広域的・専門的・技術的拠点としての機能の強化に

努めます。また、地域の情報センターとして保健、医療、

福祉に関する情報の収集、管理、分析、広報に努めます。

さらに、保健医療従事者への研修などの役割を担うとと

もに、福祉との連携を強化しつつこの計画を推進します。 

⑵～⑷ （略） 

第２節 （略） 
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地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
揚
げ
る
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
揚
げ
る
者
に
、
同
表
の

下
欄
に
揚
げ
る
期
間
委
託
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉 

 

県
条
例
第
九
号
）
別
表
保
健
医
療
部
の
項 

 

第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
、
第 

 

五
十
七
号
、
第
六
十
三
号
か
ら
第
七
十
号 

 

ま
で
、
第
七
十
八
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま 

 

で
、
第
八
十
四
号
、
第
八
十
六
号
、
第
八 

 

十
七
号
、
第
九
十
九
号
、
第
百
号
、
第
百 

 

二
十
五
号
、
第
百
三
十
二
号
、
第
百
三
十 

 

四
号
、
第
百
三
十
五
号
、
第
百
四
十
四
号 

 

か
ら
第
百
四
十
七
号
ま
で
、
第
百
六
十
五 

 

号
、
第
百
六
十
七
号
、
及
び
第
百
六
十
八  

 

号
に
規
定
す
る
手
数
料
並
び
に
埼
玉
県
ふ 

 

ぐ
の
取
り
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成 

 

十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
八
号
）
第
二 

 

十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
手
数
料 

   
 

手
数
料 

 
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
六
丁
目 

 

四
番
四
号 

 

さ
い
た
ま
市 

 

さ
い
た
ま
市
長 

清
水 

勇
人 

 

川
越
市
元
町
一
丁
目
三
番
地
一 

 

川
越
市 

 

川
越
市
長 

川
合 

善
明 

 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者

 

の
氏
名 

  

 

平
成
二
十
二 

 

年
四
月
一
日 

 

か
ら
平
成
二 

 

十
三
年
三
月 

 

三
十
一
日
ま 

 

で         

 

委
託
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号



   



告 
 

示 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

倉 

一 

夫 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路  

線 

名 

さ
い
た
ま
草
加
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

埼
玉
県
告
示
第
号



            

旧
新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

 

旧
新
別 

鳩
ヶ
谷
市
大
字
里
字
曲
田
四
八
六
番
一
地
先
か
ら 

同
市
赤
井
三
丁
目
一
番
一
地
先
ま
で 

川
口
市
赤
井
四
丁
目
一
番
一
地
先
か
ら 

同
市
赤
井
四
丁
目
三
一
番
七
地
先
ま
で 

鳩
ヶ
谷
市
大
字
里
字
曲
田
四
八
九
番
一
地
先
か
ら 

同
市
坂
下
町
二
丁
目
二
二
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

一
五
．
六
～ 

 
 

四
四
．
七 

一
〇
．
〇
～ 

一
七
．
〇 

八
．
三
～ 

 

三
一
．
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
三
九
一
．
五 

四
〇
九
．
六 

一
七
〇
八
．
九 

 

延
長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

鳩
ヶ
谷
市
大
字
里
字
曲
田
五
四
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
坂
下
町
二
丁
目
二
二
四
番
一
地
先
ま
で
を
鳩
ヶ

谷
市
に
引
き
継
ぐ
。 

川
口
市
赤
井
四
丁
目
三
八
番
二
地
先
か
ら
同
市
赤
井

四
丁
目
二
八
番
九
地
先
ま
で
を
川
口
市
に
引
き
継
ぐ

予
定
。 

 
 

 

備 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

榎 

本 

恵 

樹 

 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

さ
い
た
ま
菖
蒲
線 

三 

道
路
の
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
号



 

新
Ｂ 

旧
新
Ａ 

旧 

新 
別 

 

伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
字
薬
師
堂
根
一

一
一
三
番
一
地
先
か
ら
同
町
大
字
小
針

内
宿
字
薬
師
堂
根
一
四
一
二
番
一
地
先

ま
で 

  
伊
奈
町
大
字
小
針
新
宿
字
高
野
屋
敷
五

五
四
番
一
地
先
か
ら
同
町
大
字
小
針
内

宿
字
薬
師
堂
根
一
四
一
二
番
一
地
先
ま

で 

 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
〇
〇
～
二
一
・
〇
〇 

一
〇
・
〇
〇
～
二
四
・
八
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

九
六
六
・
〇
〇 

 

二
〇
二
八
・
七
七 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

伊
奈
特
定
土
地
区
画

整
理
事
業 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

榎 

本 

恵 

樹 

 

埼
玉
県
告
示
第
号



 

 

さ
い
た
ま
菖
蒲
線 

 

路 
 

線 
 

名 

伊
奈
町
大
字
小
針
内
宿
字
薬
師
堂
根
一
一

一
三
番
一
地
先
か
ら
同
町
大
字
小
針
内
宿

字
薬
師
堂
根
一
四
一
二
番
一
地
先
ま
で
（
た

だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
九
六
六
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
一
号

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
が
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
出
す
る
場
合
の
振
替
先
金
融
機
関
と

し
て
次
の
金
融
機
関
を
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

一

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
（
全
国
銀

行
内
国
為
替
制
度
に
加
盟
し
て
い
な
い
銀
行
を
除
く
。
）

二

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用

銀
行

三

信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会

四

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会

五

信
用
協
同
組
合
（
全
国
銀
行
内
国
為
替
制
度
に
加
盟
し
て
い
な
い
信
用
協
同
組
合
を
除
く
。
）

六

農
業
協
同
組
合
（
全
国
銀
行
内
国
為
替
制
度
に
加
盟
し
て
い
な
い
農
業
協
同
組
合
を
除
く
。
）

七

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
八
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
内
国
為
替
取
引
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

八

農
林
中
央
金
庫

九

商
工
組
合
中
央
金
庫

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
二
号

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
者
が
負
担
す
べ
き
費
用
等
を
次
の
と
お
り
定
め
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

一

公
文
書
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別

表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

二

公
文
書
の
写
し
の
交
付
部
数
は
、
開
示
す
る
公
文
書
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

三

公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
送

付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

四

公
文
書
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。

五

実
施
機
関
が
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
行
っ
た
後
、
当
該
写
し
の
交
付
に
係
る
処
分
を
変
更

し
た
と
き
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
者
に
対
し
、
新
た
な
費
用
の
負
担
を
求
め
る

こ
と
な
く
、
当
該
変
更
部
分
に
つ
い
て
既
に
行
っ
た
当
該
写
し
の
交
付
と
同
じ
写
し
の
作
成
方

法
に
よ
り
作
成
し
た
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
号



別表

公文書の写しの作成の方法 公文書の写しの作成に

要する費用の額

一 複写機により用紙

に複写したもの

イ 単色刷（Ａ３判、Ａ４判、Ｂ４判及び

Ｂ５判）

一枚につき 十円

ロ 単色刷（Ａ２判） 一枚につき 四十円

ハ 単色刷（Ａ１判） 一枚につき 八十円

ニ 多色刷（Ａ３判、Ａ４判、Ｂ４判及び

Ｂ５判）

一枚につき 二十円

二 電磁的記録を印刷

物として用紙に出力

したもの

イ 単色刷（Ａ３判、Ａ４判、Ｂ４判及び

Ｂ５判）

一枚につき 十円

ロ 多色刷（Ａ３判、Ａ４判、Ｂ４判及び

Ｂ５判）

一枚につき 二十円

三 電磁的記録を電磁

的記録媒体に複写し

たもの

イ フレキシブルディスクカートリッジ

（日本工業規格Ｘ6223に適合する幅90ミ

リメートルのもの。）

一枚につき 四十円

ロ 光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及び

Ｘ6281に適合する直径120ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生できるも

の。）

一枚につき 六十円

四 前３号に掲げる以外の方法で複写し、又は出力したもの 当該方法で複写し、又は

出力したものの作成に要

する費用の額

備考

１ 複写機により用紙に複写をするときは、公文書の写しの用紙の大きさは、当該公文書

と同じ大きさとする。ただし、同じ大きさで複写できない場合にあっては適宜分割し、

あるいはより大きな大きさで複写し、当該公文書が用紙の両面に情報を有するものであ

る場合にあっては、原則として用紙の両面に複写し、用紙の片面に情報を有するもので

ある場合にあっては、用紙の片面に複写する。

２ 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写をするときは、ファイルの圧縮、分割又は交換を

しない。一つの電磁的記録媒体への複数の公文書（ファイル）の複写は、同一課所に対

する請求で、写しの交付日が同じとなる場合に限る。また、公文書の写しの交付を求め

る者が持参した記録媒体に複写することを認めない。

３ 第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロに掲げる公文書の写しの作成の方法は、実施機関

がその保有する処理装置及びプログラムにより当該公文書を複写し、又は出力すること

ができる場合であって、公文書の写しの交付を求める者が希望したときに限り実施する。

４ 第一号又は第二号に掲げる公文書の写しの作成の方法で、用紙の両面に複写し、又は

出力したものについては、片面につき用紙一枚として写しの作成に要する額を算定する。

５ 第三号に掲げる公文書の写しの作成の方法は、実施機関がその保有する処理装置及び

プログラムにより当該公文書を複写することができる場合に限り実施する。



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
三
号

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る

公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

一

公
文
書
を
検
索
す
る
た
め
の
資
料

イ

公
文
書
の
書
誌
情
報

ロ

フ
ァ
イ
ル
基
準
表
の
写
し

二

前
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
イ
に
あ
っ
て
は
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
く
電

子
計
算
機
の
映
像
面
に
公
文
書
検
索
・
閲
覧
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
、

ロ
に
あ
っ
て
は
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
く
方
法
に
よ
り
、
一
般
の
利
用
に

供
す
る
も
の
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
四
号

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
公
開
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
法
人
と
し
て
埼
玉
県
下
水
道

事
業
管
理
者
が
定
め
る
出
資
法
人
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

財
団
法
人
埼
玉
県
下
水
道
公
社

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
五
号

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
法
人

と
し
て
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
定
め
る
出
資
法
人
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

財
団
法
人
埼
玉
県
下
水
道
公
社

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
六
号

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
十
号
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
当
該
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
条
例
の
名
称
及
び
条

項
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条

例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
五
号
）

名

称

第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条

第
一
項
（
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
の

停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
に
関
し
て
他
の
法
令
又
は
条

例
等
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と

き
を
除
く
。
）

条

項

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
七
号

埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業

管
理
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
契
約
（
政
府
調
達
に
関

す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
を
除
く
。
）
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
（
以

下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一

建
設
工
事
の
請
負

二

建
設
工
事
に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託

三

構
築
物
の
維
持
管
理
等
業
務
の
委
託

（
競
争
入
札
の
参
加
資
格
）

第
二
条

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参

加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
で
定
め
る
競
争
入
札

参
加
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
）

第
三
条

競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関
し
、
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
埼
玉

県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
下
水
道
局

が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に
関
す
る

業
務
、
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
並
び
に
催
物
、
映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並
び
に
そ

の
他
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と

い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
二
号
（
物

品
の
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に

関
す
る
公
示
）
で
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
号



告

示

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

一

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。

二

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

ロ

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規

程
第
十
七
号
）
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者

ハ

埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設

工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百

八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
資
格
者
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ニ

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
等
暴
力
団
排
除
措
置
要

綱
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
指
名

除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者

ホ

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
下
水
道
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
の
措
置

要
領
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
指

名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者

ヘ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

⑴

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

埼
玉
県
告
示
第
号



け
て
い
な
い
者

⑵

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観

的
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者

ト

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

チ

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

リ

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
不
適
格
と
認
め
る
者

三

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。

イ

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値

ロ

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高

ハ

自
己
資
本
額

四

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。



告  示 

 

埼玉県警察本部告示第44号 

 平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類、平成22年度第１回埼玉県

警察官（巡査）採用試験Ⅱ類、平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅲ

類、平成22年度埼玉県警察官（巡査）採用試験国際捜査Ⅰ類及び平成22年度第１回

埼玉県警察官（巡査）採用試験武道・体育指導Ⅰ類を次のとおり実施する。 

  平成22年４月１日 

埼玉県警察本部長 松 本 治 男    

 

１ 試験の名称及び採用予定人員 

（1） 平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類 

男性     185人 

女性      12人 

（2） 平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅱ類 

男性      15人 

女性      ５人 

（3） 平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅲ類 

男性      50人 

女性       ４人 

（4） 平成22年度埼玉県警察官（巡査）採用試験国際捜査Ⅰ類 

英語      １人 

スペイン語   １人 

ベトナム語   １人 

（5） 平成22年度第１回埼玉県警察官（巡査）採用試験武道・体育指導Ⅰ類 

柔道      １人 

剣道      １人 

２ 受験資格 

（1） 日本国籍を有する者 

（2） 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に該当しない者 

（3） その他次表のとおり 

   ア 学歴・年齢 

試 験 区 分 学      歴 年    齢 

Ⅰ        類 １ 学校教育法（昭和22年法律第26号）昭和55年４月２日

埼
玉
県
告
示
第
号



国 際 捜 査 Ⅰ 類 

武道・体育指導Ⅰ類 

 

による大学を卒業又は平成23年３月

までに卒業見込みの者 

以降に生まれた者 

 

 ２ 前記１に該当する者と同等の資格

があると認められる者 

Ⅱ       類 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校教育法による短期大学又は専

修学校（２年制以上の専門課程で年間授

業時数が680時間以上のものに限る。）

を卒業又は平成23年３月までに卒業

見込みの者 

昭和55年４月２日

から平成３年４月

１日までに生まれ

た者 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大学に２年以上在学し、かつ、62

卖位以上取得した者又は平成23年３

月までに取得見込みの者（Ⅰ類に該当

する者を除く。） 

３ 前記１又は２に該当する者と同等

の資格があると認められる者 

Ⅲ       類 

 

Ⅰ類及びⅡ類に該当しない者 

 

昭和55年４月２日

から平成４年４月

１日までに生まれ

た者 

イ その他 

国 際 捜 査 Ⅰ 類          語学力（受験言語）が堪能な者 

 武道・体育指導Ⅰ類 

 

  柔道又は剣道の卓越した技術を有する、段位が四段以上 

（大学卒業見込みの者に限り三段を含む。）の者 

３ 試験の方法 

（1） 第１次試験  教養試験（国際捜査Ⅰ類を除く。）、専門試験Ⅰ（国際捜査 

Ⅰ類のみ。）及び論文（作文）試験 

（2） 第２次試験   専門試験Ⅱ（国際捜査Ⅰ類のみ。）、人物試験、身体検査及 

び体力検査 

４ 試験の月日、会場及び合格発表 

試 験 月  日 会  場 合格発表日時  合格発表の

方法 

  第１次 

  試  験 

 

５月９日（日） 

 

 

東京国際大学 

（川越市） 

獨協大学 

６月１日（火）午前 

10時 

 

 合格者に通

知するほか、

合格者の受験



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（草加市） 

文教大学 

（越谷市） 

埼玉県警察学校 

（さいたま市） 

 

 

 

 

 

 

番号を県庁本

庁舎单玄関の

掲示板及び埼

玉県警察ホー

ムページに発

表の日から７

日目の午前10

時までの間掲

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第２次 

  試 験 

 

 

 

 

 

 ６月５日（土）から６月７

日（ 月 )ま でのいずれか１日

及び７月 15日（木）から７月  

27日（火）までのいずれか１

日（７月 17日（土）から７月  

19日（月）まで、７月 24日  

（土）及び７月 25日（日）を

除く。）に、埼玉県警察学校

で行う。  

８月18日（水）午前 

10時 

 

 

 

 

 

 

５ 試験の対象となる職の概要及び給与 

（1） 職の概要 

    個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交

通の取締りその他公共の安全と秩序の維持の任務に従事する。 

（2） 給与 

   ア 平成22年４月１日現在における初任給（地域手当を含む。）は、原則とし

て次表のとおりである。 

区       分 採用（入校）時の初任給 

Ⅰ       類 

国 際 捜 査 Ⅰ 類        

武道・体育指導Ⅰ類 

                  

   221,811円   

Ⅱ       類  211,004円   

Ⅲ       類 191,530円   

  イ 一定の経歴がある場合は、前記アの金額に所定の額が加算される。 

  ウ 前記アのほか、支給要件に該当する者には、扶養手当、住居手当、通勤手



当、期末・勤勉手当等が支給される。 

  エ 採用時までに給与制度の改正があった場合は、それによる。 

６ 採用の方法 

   合格者は、採用のための意向確認後、欠員の状況等に応じて逐次採用される。 

   採用の時期は、平成22年10月１日以降の予定である。ただし、Ⅰ類の大学卒業

見込者、Ⅱ類の短期大学又は専修学校の卒業見込者、国際捜査Ⅰ類及び武道・体

育指導Ⅰ類は、平成23年４月１日以降の予定である。 

７ 受験手続 

（1） 受験申込用紙の入手方法 

受験案内及び申込書は、埼玉県警察採用センター、県内各警察署等において、 

平成22年３月８日（月）から配布している。 

（2） 申込方法 

申込書に必要事項を記入の上、埼玉県警察採用センター又は県内各警察署に

提出すること。ただし、郵送及びインターネットによる場合は、埼玉県警察採

用センターに限る。 

（3） 受付期間 

   ア 持参受付及び郵送受付 

     平成22年４月１日（木）から４月14日（水）までの間 

    （郵送による場合は期間内消印有効） 

   イ インターネット受付 

     平成22年４月１日（木）午前８時30分から４月13日（火）午後５時までの

間 

８ その他 

   この試験についての問い合わせは、埼玉県警察採用センター（さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号埼玉県警察職員採用フリーダイヤル0120-373514）に行うこと。 

 

 

 



告  示 

 

埼玉県警察本部告示第45号 

 平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類、平成22年度第２回埼玉県

警察官（巡査）採用試験Ⅱ類、平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅲ

類及び平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験武道・体育指導Ⅰ類を次の

とおり実施する。 

   平成22年４月１日 

埼玉県警察本部長 松 本  治 男    

１ 試験の名称及び採用予定人員 

（1） 平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類  

男性 85人 

女性 ８人 

（2） 平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅱ類  

男性 10人 

女性 ２人 

（3） 平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅲ類  

男性 67人 

女性 ５人 

（4） 平成22年度第２回埼玉県警察官（巡査）採用試験武道・体育指導Ⅰ類  

柔道 １人 

剣道 １人 

２ 受験資格 

（1） 日本国籍を有する者  

（2） 地方公務員法（昭和 25年法律第261号）第16条に該当しない者  

（3） その他次表のとおり  

   ア 学歴・年齢 

試 験 区 分 学      歴 年    齢 

Ⅰ        類 

武道・体育指導Ⅰ類 

 

 

１ 学校教育法（昭和22年法律第26号）によ

る大学を卒業又は平成23年３月までに卒

業見込みの者 

昭和55年４月

２日以降に生

まれた者 

 

 

２ 前記１に該当する者と同等の資格があ

ると認められる者 

埼
玉
県
告
示
第
号



Ⅱ      類 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校教育法による短期大学又は専修学

校(２年制以上の専門課程で年間授業時数

が680時間以上のものに限る。)を卒業又は

平成23年３月までに卒業見込みの者 

昭和55年４月

２日から平成

３年４月１日

までに生まれ

た者 

 

 

 

 

 

２ 大学に２年以上在学し、かつ、62単位以

上取得した者又は平成23年３月までに取

得見込みの者（Ⅰ類に該当する者を除く。） 

３ 前記１又は２に該当する者と同等の資

格があると認められる者 

Ⅲ      類 

 

Ⅰ類及びⅡ類に該当しない者 

 

昭和55年４月

２日から平成

５年４月１日

までに生まれ

た者 

イ その他 

武 道 ・ 体 育 指 導 Ⅰ 類 

 

 柔道又は剣道の卓越した技術を有する、段位が四段以

上（大学卒業見込みの者に限り三段を含む。）の者  

３ 試験の方法 

（1） 第１次試験   教養試験及び論文（作文）試験 

（2） 第２次試験   人物試験、身体検査及び体力検査 

４ 試験の月日、会場及び合格発表 

試 験 月  日 会  場 合格発表日時 合格発表の方法 

第１次 

試 験 

 

 

９月 19日（日） 

 

 

 

東京国際大学 

（川越市） 

埼玉県警察学校 

（さいたま市） 

10月12日（火） 

午前10時 

 

 

 

合格者に通知す

るほか、合格者の

受験番号を県庁本

庁舎南玄関の掲示

板及び埼玉県警察

ホームページに発

表の日から７日目

の午前10時までの

間掲示する。 

 

 

 

第２次 

試 験 

 

 

 

 10月16日（土）又は10月17日（日）

のいずれか１日及び11月24日（水）

から12月１日（水）までのいずれ

か１日（11月27日（土）及び11月

28日（日）を除く。）に、埼玉県

警察学校で行う。 

12月22日（水） 

午前10時 

 

 

 



５ 試験の対象となる職の概要及び給与  

（1） 職の概要 

  個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持の任務に従事する。 

（2） 給与 

   ア 平成22年４月１日現在における初任給（地域手当を含む。）は、原則

として次表のとおりである。 

区       分 採用（入校）時の初任給 

Ⅰ       類 

 

武道・体育指導Ⅰ類 

221,811円  
 

Ⅱ       類 211,004円   

Ⅲ       類 191,530円   

   イ 一定の経歴がある場合は、前記アの金額に所定の額が加算される。  

  ウ 前記アのほか、支給要件に該当する者には、扶養手当、住居手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等が支給される。 

   エ 採用時までに給与制度の改正があった場合は、それによる。  

６ 採用の方法 

合格者は、採用のための意向確認後、欠員の状況等に応じて逐次採用され

る。 

採用の時期は、平成 23年２月１日以降の予定である。ただし、Ⅰ類の大学

卒業見込者、Ⅱ類の短期大学又は専修学校の卒業見込者、Ⅲ類の高校卒業見

込者及び 武道・体育指導Ⅰ類は、平成23年４月１日以降の予定である。  

７ 受験手続 

（1） 受験申込用紙の入手方法 

  受験案内及び申込書は、埼玉県警察採用センター、県内各警察署等にお

いて、平成22年３月８日（月）から配布している。  

（2） 申込方法 

  申込書に必要事項を記入の上、埼玉県警察採用センター又は県内各警察

署に提出すること。ただし、郵送及びインターネットによる場合は、埼玉

県警察採用センターに限る。 

（3） 受付期間 

   ア 持参受付及び郵送受付 

     平成22年７月 30日（金）から８月20日（金）までの間 



      （郵送による場合は期間内消印有効）  

   イ インターネット受付  

     平成22年７月 30日（金）午前８時30分から８月19日（木）午後５時ま

での間 

８ その他 

   この試験についての問い合わせは、埼玉県警察採用センター（さいたま市

浦和区高砂３丁目 15番１号埼玉県警察職員採用フリーダイヤル 0120-373514）

に行うこと。 



告  示 

 

埼玉県警察本部告示第46号 

 平成22年度埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類（県外試験）及び平成22年度埼玉

県警察官（巡査）採用試験Ⅲ類（県外試験）を次のとおり実施する。 

  平成22年４月１日 

埼玉県警察本部長 松 本 治 男    

１ 試験の名称及び採用予定人員 

（1） 平成22年度埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅰ類（県外試験） 

北海道（男性） ６人 

青森県（男性） ２人 

岩手県（男性） ２人 

宮城県（男性） ８人 

山形県（男性） ３人 

福島県（男性） ３人 

群馬県（男性） ６人 

 （2） 平成22年度埼玉県警察官（巡査）採用試験Ⅲ類（県外試験） 

北海道（男性） ４人 

青森県（男性） ３人 

岩手県（男性） ３人 

宮城県（男性） ７人 

山形県（男性） ２人 

福島県（男性） ２人 

群馬県（男性） ４人 

２ 受験資格 

（1） 日本国籍を有する者 

（2） 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に該当しない者 

（3） その他次表のとおり 

試験区分 学       歴 年      齢 

Ⅰ   類 

 

 

 

 

１ 学校教育法（昭和22年法律第26号）

による大学を卒業又は平成23年３月ま

でに卒業見込みの者 

昭和55年４月２日以降に生

まれた者 

 

 

 

２ 前記１に該当する者と同等の資格が

あると認められる者 

埼
玉
県
告
示
第
号



Ⅲ   類 

 

Ⅰ類に該当しない者 

 

昭和55年４月２日から平成

５年４月１日までに生まれ

た者 

３ 試験の方法 

（1） 第１次試験  教養試験及び論文（作文）試験 

（2） 第２次試験  人物試験、身体検査及び体力検査 

   （注）第１次試験で論文（作文）試験を実施しない試験地は、第２次試験で実

施する。 

４ 試験の月日、会場及び合格発表 

（1） 試験地 

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県及び群馬県（以下「地元

県」という。）において実施する。 

（2） 試験の月日、会場及び合格発表 

試 験 月日及び会場 合 格 発 表           

第１次 

試 験 

 地元県と同一とする。 

 

 地元県の発表後、合格者に文書で通知する。 

 

第２次 

試 験 

 各地元県の月日に合わせて各

地元県内で行う。 

 地元県の発表後、合格者に文書で通知する。 

 

   （注）最終合格発表については、発表の日から７日目の午前10時までの間、

埼玉県警察ホームページに掲示する｡ 

５ 試験の対象となる職の概要及び給与 

（1） 職の概要 

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交

通の取締りその他公共の安全と秩序の維持の任務に従事する。 

（2） 給与 

   ア 平成22年４月１日現在における初任給（地域手当を含む。）は、原則とし

て次表のとおりである。 

区       分 採用（入校）時の初任給 

Ⅰ       類 221,811円   

Ⅲ       類 191,530円   

    イ 一定の経歴がある場合は、前記アの金額に所定の額が加算される。 

  ウ 前記アのほか、支給要件に該当する者には、扶養手当、住居手当、通勤手 

当、期末・勤勉手当等が支給される。 

  エ 採用時までに給与制度の改正があった場合は、それによる。 



６ 採用の方法 

合格者は、採用のための意向確認後、欠員の状況等に応じて逐次採用される。 

   採用の時期は、平成23年２月１日以降の予定である。ただし、Ⅰ類の大学卒業

見込者及びⅢ類は、平成23年４月１日以降の予定である。 

７ 受験手続 

（1） 受験申込用紙の入手方法 

受験案内及び申込書は、各地元県の人事委員会事務局及び警察本部警務課に

おいて配布する。 

（2） 申込方法 

申込書に必要事項を記入の上、所定の機関に提出すること。 

（3） 受付期間 

各地元県と同一期間とする。 

８ その他 

（1） この試験は、第１次試験の実施まで埼玉県警察本部と地元県の人事委員会等

が共同して行い、第１次試験の合格者の決定以降を埼玉県警察本部が行うもの

である。 

（2） この試験についての問い合わせは、埼玉県警察採用センター（さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号埼玉県警察職員採用フリーダイヤル0120-373514）に

行うこと。 
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別表第一（第 4、19 条関係）

収 益

款 項 目 節 備考

流域下水道事業収益

営 業 収 益 主たる営業活動から生ずる収益

維 持 管 理 負 担 金
下水道法（昭和33年法律第79号）第３１条の２の規定に基づく、各市町
の負担金

他 会 計 補 助 金

受 託 工 事 収 益 排水設備等の工事受託に伴う収益

そ の 他 営 業 収 益 上記以外の通常発生する収益

生 産 物 売 却 収 益 再生水等生産物の販売収益

材 料 売 却 収 益 排水設備等の新設、修繕等に使用する材料等の販売収益

手 数 料 証明手数料、材料検査手数料等

雑 収 益 上記以外の営業収益

営 業 外 収 益 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動から生ずる収益
以外の収益

受取利息及び配当金

預 金 利 息 普通・定期預金等の利子

基 金 利 息

その他受取利息及び
配当金

有価証券、貸付金等の利息

他 会 計 負 担 金 高度処理等に係る他会計からの負担金

他 会 計 補 助 金 収益的支出を負担することを目的とす他会計からの補助金

雑 収 益

不 用 品 売 却 収 益 不用品の販売収益

流 域 下 水 道 事 業 勘 定 科 目 表



そ の 他 雑 収 益 延滞金、占用料、資料代等

特 別 利 益 当年度の経常的収益から除外すべき収益

固 定 資 産 売 却 益 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金
額

過 年 度損 益修 正益 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

そ の 他 特 別 利 益

費 用

款 項 目 節 備 考

流域下水道事業費用

営 業 費 用 主たる営業活動に要する費用

管 渠
きょ

費 管渠
きょ

の維持管理に要する費用

ポ ン プ 場 費 ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

処 理 場 費 処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

受 託 工 事 費 排水設備等の工事受託に要する費用

業 務 費 下水道維持管理負担金等の単価算定、徴収等の業務に要する費用

雨 水 幹 線 管 理 費 雨水幹線の維持管理に要する費用

再 生 水事 業管 理費 再生水事業施設の維持管理、再生水供給に要する費用

総 係 費 事業活動の全般に関連する費用

（管渠
きょ

費から総係費ま

で各目共通）

報 酬 臨時又は非常勤特別職の給与、報酬等

給 料 職員の本給

手 当 等 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当



法 定 福 利 費 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険
料、労務災害補償費等

厚 生 福 利 費 医務、衛生、保健、文化体育等の職員健康管理に要する費用

退 職 給 与 金 職員に対して支払う退職手当

賃 金 臨時職員及び人夫の賃金等

報 償 費 役務の提供に対する謝礼、報償金、奨励金等

旅 費 条例に基づいて職員等に支給する旅費等

消 耗 品 費 事務、工事用消耗品及び耐用年数１年未満又は１０万円未満の器具、
備品費

材 料 費 有形固定資産等の維持修繕等に要する諸材料費

被 服 費 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

薬 品 費 諸薬品購入費

光 熱 水 費 電灯、ガス、水道使用料等

動 力 費 機械装置等の運転に要する電力料及び燃料費

燃 料 費 自動車用、採暖用等の燃料費

印 刷 製 本 費 文書、図面等の印刷及び製本に要する費用

修 繕 費 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

通 信 運 搬 費 郵送料、電信電話料、運送料等

広 告 料 広告、宣伝等に要する費用

手 数 料 登記委託、試験、鑑定、振込手数料等の役務の提供の要する費用

委 託 料 検査、調査、測量等の委託に要する費用

賃 借 料 借地料、機械及び自動車借上料等の不動産、物品等の借上げ又は権
利の使用に要する費用



工 事 請 負 費 請負契約により工事を行う場合の工事完成者に支払う費用

補 償 費 補償金、賠償金、見舞金等

負 担 金 関係団体の会費負担金等

補 助 金 及 び交 付金

研 修 費 職員の研修に要する費用

交 際 費

保 険 料 事業用財産に対する損害保険料等

公 課 費

雑 費

減 価 償 却 費

有形固定資産減価償
却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等の償却額

無形固定資産減価償
却費

借地権、地上権、施設利用権等の償却額

資 産 減 耗 費

固 定 資 産 除 却 費 有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費

た な 卸 資 産 減 耗費

そ の 他 営 業 費 用 上記以外の営業費用

生 産 物 売 却 原 価 売却した生産物の原価（再生水の場合は再生水事業維持管理費）

材 料 売 却 原 価 排水設備等の新設、修繕等に使用する材料等の原価

雑 支 出



営 業 外 費 用 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外
の費用

支払利息及び企業債
取扱諸費

企 業 債 利 息 企業債に対する利息

借 入 金 利 息 他会計借入金等に対する利息

企業債手数料及び取
扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰 延 勘 定 償 却 繰延勘定の償却額

企業債発行差金償却

開 発 費 償 却

退 職 給 与 金 償 却

試 験 研 究 費 償 却

災 害 損 失 償 却

控除対象外消費税額
償却

雑 支 出

不 用 品 売 却 原 価 売却した不用品の原価

そ の 他 雑 支 出

特 別 損 失 当年度の経常費用から除外すべき損失

固 定 資 産 売 却 損 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足す
る金額

過 年 度損 益修 正損 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



臨 時 損 失 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

そ の 他 特 別 損 失

資 産

（１）固定資産

款 項 目 節 備 考

有 形 固 定 資 産
土地、建物、構築物、機械、装置、車両、工具、器具、備品、建設仮勘
定及びその他有形固定資産に区分して記載する。
各有形固定資産に対する減価償却費の累計は、それぞれ当該科目に
対する控除科目とし、減価償却累計額として項に記載する。

土 地 土地（事業用の敷地のほか、運動場等の経営附属用土地を含む。）は
用途別に記載する。

事 務 所 用 地 本庁社用地等もっぱら事務所のために用いる用地

施 設 用 地
処理場用地等の施設のために用いる用地（施設に附属する事務所の
用地を含む。）

管 路 用 地

ポ ン プ 所 用 地

処 理 場 用 地

そ の 他 施 設 用 地

そ の 他 用 地

建 物 建物（事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他の経営附属用建
物を含む。）及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備

事 務 所 用 建 物 本庁舎等もっぱら事務所の用に供されている建物

施 設 用 建 物 事業施設の用に供されている建物

ポ ン プ 場 建 物

処 理 場 建 物
そ の 他 建 物
（建物の各目共通） 建 物 附 属 設 備



建物減価償却累計額

構 築 物
管渠

きょ

、マンホール、沈砂池、水処理施設等土地に定着する土木施設又

は工作物

管 路 施 設

管 渠
きょ

マ ン ホ ー ル

そ の 他 施 設

ポ ン プ 場 施 設

除 砂 施 設

そ の 他 施 設

処 理 場 施 設

沈 澱 施 設

反 応 タ ン ク 施 設

汚 泥 タ ン ク 施 設

そ の 他 施 設

そ の 他 構 築 物

構築物減価償却累計
額

機 械 及 び 装 置 電気設備、ポンプ設備、下水処理作業に要する機械等の設備、その他
機械及び装置

管 路 機 械 設 備

ポン プ場 機 械 設 備



沈 砂 池 設 備

ポ ン プ 設 備

そ の 他 設 備

処 理 場 機 械 設 備

沈 砂 池 設 備

ポ ン プ 設 備

水 処 理 設 備

高 度 処 理 設 備

汚 泥 処 理 設 備

そ の 他 設 備

そ の 他 機 械 設 備
（機械設備の各節共
通）

管 路 電 気 設 備

ポン プ場 電 気 設 備

処 理 場 電 気 設 備

そ の 他 電 気 設 備
（電気設備の各目共
通）

電 気 計 装 設 備

（電気設備の各節共
通）

機械及び装置減価償
却累計額

車 両 運 搬 具 自動車、その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却
累計額

工具、器具及び備品 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び金庫、机、 OA機器等
の事務用備品、検査器具の備品等で耐用年数１年以上であり、かつ、
取得価額が１０万円以上のもの

工具、器具及び備品減
価償却累計額

建 設 仮 勘 定 有形固定資産の建設又は改良のために支出した経費（前払金等を含
む。）

その他有形固定資産 上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産
減価償却累計額

固定資産除却未決算

固定資産除却未決算
減価償却累計額

無 形 固 定 資 産

地 上 権 民法（明治29年法律第89号）第２６５条に規定する権利

借 地 権 土地の上に設定された民法第６０１条に規定する権利

施 設 利 用 権 電気、ガス、専用側線利用権等

電 話 加 入 権 電話設備負担金、加入料及び装置料

その他無形固定資産

投 資

投 資 有 価 証 券 証券取引法（昭和 23年法律第25号）第２条に規定する有価証券で投資
の目的をもって所有するもの

国 債



地 方 債

そ の 他 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金 貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して１年を超えるも
の

一 般 貸 付 金

他 会 計 貸 付 金

職 員 貸 付 金

基 金 基金設置条例に基づき、積立金等に対応して特定預金等の形態で保
有するもの

そ の 他 投 資 長期前払費用ほか、上記以外の投資の性質を有するもの

（２）流動資産

款 項 目 節 備 考
現 金 預 金

現 金 現金、期限到来の公社債利札、手元にある当座小切手、送金小切手、
郵便為替証書、振替預金払出証書等

預 金 金融機関に対する預金、貯金、金銭信託等

未 収 金

営 業 未 収 金 主たる営業活動から生ずる収益の未収額

未収下水道維持管理
負担金

未 収 受託 工事 収益

そ の 他 営 業未 収金

営 業 外 未 収 金 主たる営業活動から生ずる収益以外の収益の未収額



未 収 受 取 利 息

未収消費税及び地方
消費税還付金

その他営業外未収金

そ の 他 未 収 金 固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収額

諸 売 却 代

そ の 他 未 収 金

有 価 証 券 一時的所有を目的とする有価証券

貯 蔵 品 使用に供されていない修繕用材料等

短 期 貸 付 金 貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して１年以内のも
の

一 般 短 期 貸 付 金

他 会 計 貸 付 金

前 払 費 用 前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、
いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表
日の翌日から起算して１年以内に費用となるもの

未 経 過 保 険 料

そ の 他 前 払 費 用

前 払 金 工事の請負、物品の購入等に際して前払いされた金額で前払い費用に
属しないもの

工 事 代

物 品 代

前払消費税及び地方
消費税



そ の 他 前 払 金

そ の 他 流 動 資 産 上記以外の流動資産

仮払消費税及び地方
消費税

仮 払 金

そ の 他 流 動 資 産

（３）繰延勘定

款 項 目 節 備 考
企 業 債 発 行 差 金 公募による企業債発行に際して、企業債権者に償還すべき金額が募集

により得た実額を超える額及び発行のため支出した取扱手数料、債権
の印刷料等の費用

開 発 費 新技術の採用、経営組織の改善に要した費用並びに生産能率の向
上、生産計画の変更等により有形固定資産の配置替を行った場合の
費用等でその効果が翌事業年度以降に及ぶもの

退 職 給 与 金 職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額
で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試 験 研 究 費 新技術の採用等のために行う意見研究費

災 害 損 失 災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させること
ができないもの

控除対象外消費税額

負 産

（４）固定負債

款 項 目 節 備 考
企 業 債 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行する企業

債

他 会 計 借 入 金 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行する企業
債



( 何 ) 会 計 借 入 金

引 当 金

退 職 給 与 引 当 金 一定の基準により費用計上した退職一時金等の引当金

修 繕 引 当 金 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

そ の 他 固 定 負 債 上記以外の固定負債

（５）流動負債

款 項 目 節 備 考

一 時 借 入 金
借入金等で貸借対照表日から起算して１年以内に返還又は支払を要
するもの

未 払 金 特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を
終わらないもの

営 業 未 払 金

営 業 外 未 払 金

そ の 他 未 払 金

未 払 費 用
未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受
ける場合、既に提供を受けた役務の対価の支払額

営 業 未 払 費 用

営 業 外 未 払 費 用

そ の 他 未 払 費 用

前 受 金 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終
わらないもの

営 業 前 受 金

営 業 外 前 受 金

そ の 他 前 受 金



維持管理負担金繰越
金

維持管理負担金繰越
金

そ の 他 流 動 負 債 上記以外の流動負債

預 り 有 価 証 券

担 保 証 券

保 証 証 券

その他預り有価証券

預 り 金

源 泉 徴 収 税

社 会 保 険 料

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

そ の 他 預 り 金

仮受消費税及び地方
消費税

仮 受 金

そ の 他 流 動 負 債

資 本

（６）資本金

款 項 目 節 備 考
自 己 資 本 金



固 有 資 本 金 企業開始の時（地方公営企業法（昭和 27年法律第292号。以下「法」と
いう。）適用の時）における資産の総額から建設又は改良に要する資金
に充てるために発行した企業債、負債及び基金の合計額を控除した額

繰 入 資 本 金 法第18条に基づき他会計から出資された額

組 入 資 本 金 地方公営企業法施行令（昭和 27年政令第403号。以下「令」という。）第
25条及び地方公営企業資産再評価規則（昭和27年総理府令第74号。
以下「再評価則」という。）第11条の規定による組入額

借 入 資 本 金

企 業 債 建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他 会 計 借 入 金 建設又は改良に要する資金に充てるための他会計からの借入金

（７）剰余金

款 項 目 節 備 考
資 本 剰 余 金

再 評 価 積 立 金 再評価した資産の額と帳簿価格の差額

国 庫 補 助 金 建設又は改良に要する資金に充てるための国庫補助金

工 事 負 担 金 建設又は改良に要する資金に充てるための市町負担金

他 会 計 補 助 金 建設又は改良に要する資金に充てるための他会計からの補助金

寄 附 金 建設または改良に要する資金に充てるための他から提供された金銭

受 贈 財 産 評 価 額 贈与を受けた財産の評価額

そ の 他 資 本剰 余金

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金 法第32条第1項及び令第24条第1項の規定により企業債の償還に充て
るために積み立てた額

利 益 積 立 金 法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた
額



建 設 改 良 積 立 金 令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

（ 何 ） 積 立 金

当年度未処分利益剰
余金
（当年度未処理欠損
金）

繰越利益剰余金年度
末残高

（繰越欠損金年度末残
高）

当 年 度 純 利 益
（当年度純損失）

当年度末における繰越利益剰余金（又は繰越欠損金）の額に当年度の
純利益（又は純損失）の金額を加減した額

前年度未処分利益剰余金（又は前年度未処理欠損金）から前年度利
益剰余金処分額（又は前年度欠損金処理額）を控除して得た繰越利益
剰余金（又は繰越欠損金）に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減
少高（又は繰越欠損金減少高及び増加高）を加減した額

当年度損益取引の結果発生した純利益（又は純損失）



別表第二（第 132 条関係）

種類 使用の区分 単位 使用料

土地 建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、

駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額 当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額（該当土

地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に100分の105を乗

じて得た額）

運動場等として使用させる場合 日額 当該土地の適正な価格に1,000分の0.04を乗じて得た額（該当

土地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に100分の105を

乗じて得た額）

電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管

又はこれらに類する物の用地として使用させる

場合

月額又

は年額

類似のものの使用料を勘案して管理者が定める額

建物 建物の全部を使用させる場合 月額 次の各号に掲げる額の合計額に100分の105を乗じて得た額

１ 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

２ 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た

額（当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額）

建物の一部を使用させる場合 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当

該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物 月額 当該工作物の種類に応じ、管理者が定める額

備考

１ 火災、水災、震災その他の災害について保険を附している建物を使用させる場合、土地、建物若しくは工作物の使用について電

気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合又は特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使

用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金又は設備等に要する費用を加算した額とする。

２ 土地、建物又は工作物を使用する場合で、その期間が１月又は１年に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。

３ 土地及び建物で、その面積に１平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。



別表第三（第 134 条関係）

備考 この表に定める貸付料により処理することが適当でないと認められる場合又はこの表に定めのない場合についての固定資産の

貸付料については、別途管理者の決裁を得て、貸付料を定める。

区 分 固 定 資 産 の 貸 付 料

土地貸付料 建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として貸し付ける場合

4.2
100

土地貸付料年額＝土地評価額×

注１ 土地評価額は、当該地の現況地目に応じて、近傍類似の土地の地方税法（昭和 25年法律第226号）第349条

に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格に比準した額とする。

注２ 貸付期間が１月に満たない場合の貸付料は、上記により算出した土地貸付料年額に 100分の105を乗じ、

日割りをもって計算した額とする。

電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として貸し付ける場合

（１）電気通信業務の用に供する上記施設

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に定める基準の額とする。

注 貸付期間が１月に満たない場合の貸付料は、上記に定める額に100分の105を乗じ、日割りをもって計

算した額とする。

（２）上記（１）以外の上記施設

埼玉県道路占用料徴収条例（昭和28年埼玉県条例第57号）に定める額とする。

注 貸付期間が１月に満たない場合の貸付料は、上記に定める額に100分の105を乗じて計算した額とする。

建物貸付料 10 105
100 100

建物貸付料年額＝(建物評価額× +当該地貸付料年額+損害保険料年額)×

注１ 建物評価額は、当該建物の推定再建築価格、耐用年数、経過年数、残存価格率、維持及び保存の状況等を

考慮して決定する。

注２ 建物の一部を貸し付ける場合は、上記により算出した建物貸付料年額に

貸付面積
当該建物延面積を乗じた額とする。

注３ 賃借地上にある建物の貸付けの場合は、上記の算式のうち「当該地貸付料年額」を「借地料相当額」と

読み替え、建物貸付料年額を算出する。



別表第四（第 203 条関係）

執行伺の決裁区分及び合議区分

決裁及び

合議区分

行為区分

決裁区分 合議区分

管理者 局長 課長及び所長 下水道管理課長

１ 建設工事の起工（契約

変更を含む。）

５億円以上 １億円以上

５億円未満

１億円未満 １億円以上

（契約変更額が当初契約額の５％以上となる場合又は

契約変更額の累計が当初契約の５％以上となる場合を

含む。）

２ 建設工事の 設計、調

査、測量又は管理の委託

5,000万円以上 1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満 1,000万円以上

３ 土地の買入れ又は地

上権の設定（買入れ又は

設定の委託を含む。）

7,000万円以上

又は

20,000㎡以上

5,000万円以上

7,000万円未満

5,000万円未満 5,000万円以上

４ 支出予算の配当と異なる執行に係る伺書は、執行しようとする費目等に応じた別表５に定める区分より上位の区分に従い決裁

し、下水道管理課長に合議しなければならない。

５ 重要、異例その他特殊な執行に係る伺書は、下水道管理課長に合議の上、局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。



別表第五（第 187、190、204、205 条関係）

支出負担行為の決裁区分及び合議区分

区分

科目等

決裁区分 様式の区分

△ 支出負担行為決議書

◎ 支出負担行為決議書兼支払伝票

又は支出負担行為決議書兼振替伝票

合議区分

管理者 局長 課長及び所長 下水道管理課長

給与費

（報酬、給料、手当等及

び退職給与金）

○ ◎

法定福利費

（共済組合負担金、労災

保険料及び社会保険料）

○ ◎

厚生福利費 ○ ◎

賃金 ○ ◎

報償費 ○ ◎

旅費及び研修費 ○ ◎

交際費 ○ ◎

消耗品費、燃料費、光熱

水費、動力費、印刷製本

費、修繕費、薬品費、被

服費及び雑費

○

△

（燃料費、光熱水費、動力費及び

１００万円未満のもの ◎）

300 万円以上

通信運搬費、広告料、手

数料及び保険料 ○

△

（電報、電話料、後納郵便料、はが

き代、郵券代、運搬費、手数料及び

１００万円未満のもの ◎）



委

託

料

建設工事の設計調

査、測量又は監理の

委託

5,000 万円以上 1,000 万円以上

5,000 万円未満

1,000 万円未満

△

1,000 万円以上

施設の運転及び管理 1,000 万円以上 1,000 万円未満 △ 1,000 万円以上

その他の場合 500 万円以上 500 万円未満 △ 500 万円以上

賃

借

料

建設工事に係るもの 300 万円以上 300 万円未満 △ 300 万円以上

その他の場合 100 万円以上 100 万円未満 △

（テレビ受信料、会場使用料（借上）、

寝具使用料、自動車使用料、不動産

の借入に係る長期継続契約によるも

の及び１００万円未満のもの◎）

固定資産の取得に係る工

事請負費

５億円以上 １億円以上

５億円未満

１億円未満

△

１億円以上

たな卸資産の購入に係る

費用
○

△

（１００万円未満のもの◎）

土地の買入れ又は地上権

の設定（買入れ又は設定

の委託を含む。）

7,000 万円以上

又は面積

20,000 ㎡以上の

もの

5,000 万円以上

7,000 万円未満

5,000 万円未満

△

5,000 万円以上

負担金及び交付金 1,000 万円以上 1,000 万円未満 △

（会議用負担金及び団体構成員とし

ての負担金 ◎）

1,000 万円以上



貸付金 1,000 万円以上 1,000 万円未満 △ 1,000 万円以上

補

償

費

固定資産の買入れに

係るもの及び建設工

事に係るもの

3,000 万円以上 3,000 万円未満

△

3,000 万円以上

その他の場合 50 万円以上 50 万円未満

△

50 万円以上

償還金、利子及び取扱い

諸費

300 万円以上 300 万円未満 △

（企業債の元利償還金及び一時借入

金利息 ◎）

投資及び出資金 300 万円以上 300 万円未満 △ 300 万円以上

寄附金 50 万円以上 50 万円未満 △ 50 万円以上

公課費 ○ ◎

繰出金 ○ △ 500 万円以上

固定資産の取得に係る経

費のうち上記費目等以外

のもの

2,000 万円以上 300 万円以上

2,000 万円未満

300 万円未満 △

（１００万円未満のもの◎）

300 万円以上

（車両運搬具の

購入にあっては

100 万円以上）

備考

１ ○印は金額に制限なく当該欄の職にある者が決裁できることを示す。

２ ◎印のもの又は単価契約したものについては、支出負担行為決議書兼支払伝票又は支出負担行為決議書兼振替伝票を使用すること

ができる。この場合は、課長又は所長の決裁とし、合議は省略するものとする。

３ 上記の区分にかかわらず、重要又は異例と認めるものの支出負担行為は、下水道管理課長に合議の上、局長を経て管理者の決裁を

受けるものとする。

４ この表の定めにかかわらず、条例で定める長期継続契約（単価契約に該当するものを除く。）によるものについては、支出負担



為決議書兼支払伝票又は支出負担行為決議書兼振替伝票を使用することができない。

５ この表の定めにかかわらず、条例で定める長期継続契約及び不動産の借入に係る長期継続契約によるものについては、決裁及び合

議区分に掲げる額を、当該契約の契約年数に乗じて得た額に読み替えてこの表を適用するものとする。

６ 支出負担行為の変更に係る決裁及び合議については、減額変更の場合は減額前の額により、増額変更の場合は増額後の額によるも

のとする。

７ 固定資産の取得に係る工事請負費、土地の買入れ又は地上権の設定並びに固定資産の買入れ及び建設工事に係る補償費に準ずる委

託料で、国（独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人都市再生機構を含む。）、

地方公共団体（地方共同法人日本下水道事業団、土地開発公社を含む。）又は鉄道会社、電力会社、電信電話会社、東日本高速道路

株式会社若しくは首都高速道路株式会社との委託契約に要するものについては、委託料の費目等ではなく、それぞれの費目等を適用

するものとする。



別表第六（第 206 条関係）

費目等 支出負担行為として整理する時期 支出負担行為の範囲 摘要

給与費 支出決定のとき。 支給しようとする額

法定福利費 支出決定のとき。 支給しようとする額

厚生福利費 支出決定のとき。 支給しようとする額

賃金 支出決定のとき。 支給しようとする額

報償費 契約締結のとき又は支出決定のとき。 契約金額又は支出しようとする額

旅費及び研修費 支出決定のとき。 支給しようとする額

交際費 支出決定のとき。 支給しようとする額

消耗品費、燃料費、光熱水

費、動力費、印刷製本費、

修繕費、薬品費、被服費、

雑費

契約締結のとき。 契約金額

通信運搬費、広告料、手数

料、保険料

契約締結のとき。 契約金額

建設工事の設計、調査、測

量又は監理の委託

契約締結のとき。 契約金額

委託料 契約締結のとき。 契約金額

賃借料及び使用料 契約締結のとき。 契約金額

固定資産の取得に係る工

事請負費

契約締結のとき。 契約金額

たな卸資産の購入に係る

費用

購入契約締結のとき。 契約金額

土地の買入れ又は地上権

の設定（買入れ又は設定の

委託を含む。）

契約締結のとき。 契約金額



負担金及び交付金 契約締結のとき又は請求のあったとき。 契約金額又は請求のあった金額

貸付金 貸付決定のとき。 貸付を要する額

補償費 契約締結のとき又は支出決定のとき。 契約金額又は支出しようとする額

償還金、利子及び取扱諸費 支出決定のとき又は支払期日 支出しようとする額

投資及び出資金 出資又は払込決定のとき。 出資又は払込みを要する額

寄附金 寄附決定のとき。 支出しようとする額

公課費 支出決定のとき。 支出しようとする額

繰出金 支出決定のとき。 支出しようとする額

固定資産の取得に係る費

用のうち上記費目等以外

のもの

契約締結のとき。 契約金額

備考

１ この表によりがたい経費に係る支出負担行為については、局長が別に定める。

２ この表の定めにかかわらず、別表第５の表「様式の区分」の欄の◎印のつけられている経費（条例で定める長期継続

契約によるものを除く。）及び単価契約に係る経費については、支出負担行為として整理する時期は、支出の決定のとき、

又は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は、支出しようとする額又は請求のあった金額とする。



別表第７（第 206 条関係）

区分 支出負担行為として整理

する時期

支出負担行為の範囲 摘要

１ 資金前渡

２ 繰越し

３ 過誤払返納金の戻入

４ 債務負担行為

資金前渡するとき。

繰越をしたとき。

返納義務者に対し納入通

知書を送付したとき。

債務負担行為を行うと

き。

資金前渡に要する額

繰越しをする額

戻入する額

債務負担行為の額

前年度の支出負担行

為の年月日を付記し

ておくこと。

備考 繰り越した経費のうち支出負担行為未済のものについては、支出負担行為として整理する時期

及び範囲は、別表第六に定める区分によること。



別記

番号 名称 条文 摘要

１ 収入伝票 10、34

２ 支払伝票 10、38、39

３ 振替伝票 10、12、66、215

４ 予算現額一覧表 17

５ 企業債台帳 17

６ 収入予算執行整理簿 17

７ 支出予算執行整理簿 17

８ 未収金整理簿 17

９ 未払金整理簿 17

１０ 物品受払簿 17､101

１１ 工事整理簿 17

１２ 固定資産台帳 17、114、123、

124、149、150

１３ 総勘定元帳（内訳簿） 17

１４ 一時借入金出納簿 17

１５ 預金出納簿 17

１６ 預り金整理簿 17、57

１７ 預り有価証券出納簿 17、63

１８ 貯蔵品出納簿 17

１９ 現金出納簿 17、30、48

２０ 収入調定書兼振替伝票 23

２１ 納入通知書兼領収書、納入通知書、収納済通

知書

25、27、28、29、

30、33、34、73、

74、82

２２ 口座振替納付届 29

２３ 口座振替納入通知書、口座振替納入通知書兼

領収書、収納済通知書

29

２４ 領収書 30、59

２５ 払込書兼領収書、払込書、収納済通知書 30、31、48、49、

79

２６ 徴収・収納事務受託者証票 31

２７ 受託収入計算書 31

２８ 督促状兼領収書、督促状、収納済通知書 35

２９ 不納欠損調書 36

３０ 小切手振出済通知書 40、54

３１ 送金案内書、送金通知書 41、78

３２ 支払依頼書 41、42、78

３３ 支払調書（口座払） 42、78

３４ 口座振込通知書 42



３５ 支払済通知書 43

３６ 前渡資金・概算払精算書 49、51

３７ 小切手・送金通知書再発行請求書 54

３８ 納付書兼領収書、納付書、収納済通知書 58

３９ 預り有価証券納付書、預り有価証券受領書、

預り有価証券収納済通知書、預り有価証券還

付請求書

64、65

４０ 預り証 67

４１ 預金振替（組替）通知書 75

４２ 隔地払未払通知書 79

４３ 収納日計表 81

４４ 支払日計表 81

４５ 預金現在高証明書 81

４６ 貯蔵品名票 91

４７ たな卸明細表 92

４８ 物品供用簿 102

４９ 物品供用引継書 102

５０ 備品標示票 103

５１ 物品所属換請求書 104

５２ 物品受領書 104

５３ 固定資産取得報告書 122

５４ 固定資産異動報告書 128

５５ 固定資産売却等報告書 128

５６ 固定資産使用許可申請書 130

５７ 固定資産使用許可等報告書 136

５８ 固定資産減価償却一覧表 145

５９ 固定資産一覧表 150

６０ 固定資産除却報告書 150

６１ 請書 152

６２ 検査調書 165

６３ 物品購入等見積（入札）依頼書 167

６４ 予定価格調書 173

６５ 予算執行見積調書 199

６６ 支出予算執行計画書 200

６７ 執行伺 126、143、203

６８ 支出負担行為決議書 204

６９ 予算流用回議書 207

７０ 予備費充当回議書 208

７１ 繰越見込調書 210

７２ 継続費繰越計算調書 210

７３ 繰越計算調書 210

７４ 継続費精算調書 211



７５ 継続費精算報告書 211 地方公営企業法施行規則

（昭和27年総理府令第

73号。以下「規則」とい

う。）別表第８号の６に

よる。

７６ 一時借入金借入れ（返済）通知書 212

７７ 決算報告書 217 規則別表第10号による。

７８ 損益計算書 217 規則別表第11号による。

７９ 貸借対照表 217 規則別表第14号による。

８０ 剰余金計算書、欠損金計算書 217 規則別表第12号による。

８１ 剰余金処分計算書、欠損金処分計算書 217 規則別表第13号による。

８２ 事業報告書 217 規則別表第15号による。

８３ 収益費用明細書 217 規則別表第16号による。

８４ 固定資産明細書 217 規則別表第17号による。

８５ 企業債明細書 217 規則別表第18号による。

８６ 基金運用状況調書 217

８７ 試算表 220

８８ 資金予算表 220 規則別表第20号による。



様式第 1 号

年度

調定（ 収納 ） 日

件 名

収 入 額 合 計 円

主 査
（担当課長）

担 当

企 業
出 納 員

副 課 長
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）
担 当

会 計 流 域

課 所 区 分

収 入 伝 票

局 長
課 長

（所 長）
副 課 長

（副 所 長）
主 幹

（担当部長）



様式第 2 号（１）

年度

支出負担行為決議番号

％

款
項
目
節
細節

款 款
項 項
目 目
節 節
細節 細節

円 円
款
項
目
節 円

細節 円

円 円
支払方法

備 考

円

金 額

支出負担行為額

支 出 命 令 済 額

貸方勘定科目

残 額

金 額

う ち 消 費 税 額

会 計 流 域

課 所

内 容

金 額

借方勘定科目

支 払 伝 票

局 長
課 長

（所 長）
副 課 長

（副 所 長）
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）
担 当

企 業
出 納 員

副 課 長
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）
担 当

区 分

円予算科目（発生）

起 票 日

支 払 予 定 日

件 名

消 費 税 区 分

支 払 金 額

取 引 先

住 所

氏 名



様式第 2 号（２）

％

款

項

目

節

細節

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

円 円

款

項

目

節 円

細節 円

円 円

支払方法

％

款

項

目

節

細節

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

円 円

款

項

目

節 円

細節 円

円 円

支払方法

％

款

項

目

節

細節

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

円 円

款

項

目

節 円

細節 円

円 円

支払方法

支 払 伝 票（科目明細）

貸方勘定科目

金 額

支出負担行為額

No 科目明細

1

消 費 税 区 分

借方勘定科目

金 額

支 出 命 令 済 額

氏 名

残 額

金 額 金 額

う ち 消 費 税 額

予算科目（発生）

金 額

取 引 先

住 所

円予算科目（発生）

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額

円

金 額 残 額

消 費 税 区 分

支 払 金 額

支出負担行為額

支 出 命 令 済 額

円

取 引 先

住 所

氏 名

3

消 費 税 区 分

支 払 金 額

支 出 命 令 済 額

2

借方勘定科目 貸方勘定科目

借方勘定科目 貸方勘定科目

金 額 金 額

支出負担行為額

円予算科目（発生）

う ち 消 費 税 額 円

金 額 残 額

取 引 先

住 所

氏 名



様式第 2 号（３）

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支払方法

％

支 払 伝 票（債権者明細）
No 債権者明細

1

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

支 払 金 額 円

う ち 消 費 税 額 円

2

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

円

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額

3

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

円

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額

4

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

円

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額

5

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

円

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額

6

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

支 払 金 額 円

う ち 消 費 税 額 円

7

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

支 払 金 額 円

う ち 消 費 税 額 円

8

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

う ち 消 費 税 額 円

支 払 金 額 円



様式第 3 号

年度

支出負担行為決議番号

％

款
項
目
節
細節

款 款
項 項
目 目
節 節
細節 細節

円 円
款
項
目
節 円
細節 円

円 円

支払方法

備 考

件 名

残 額

未 払 計 上 額
（ 振 替 金 額 ）

う ち 消 費 税 額

内 容

振 替 伝 票

振 替 日

起 票 日

会 計

主 査
（担当課長）

担 当

主 査
（担当課長）

担 当

局 長

流 域

区 分課 所

課 長
（所 長）

副 課 長
（副 所 長）

主 幹
（担当部長）

企 業
出 納 員

副 課 長
主 幹

（担当部長）

取 引 先

住 所

氏 名

消 費 税 区 分

金 額金 額

金 額

支出負担行為額
支 出 命 令 済 額

予算科目（発生）

貸方勘定科目借方勘定科目

円

円



様式第 4 号

所属 （単位：円）

当初予算 補正予算 予備費支出額 流用増減額
法24条財源充
当、支出額

法２６条繰越額
(前年度)

法２６条繰越額
(翌年度)

法２６条繰越充
当、支出額

逓次繰越充当、
支出額

法２６条翌年繰
越額

翌年逓次繰越額 予算額合計
科目

予算額

予算現額一覧表
平成 年 月 現在



様式第 5 号

企 業 債 台 帳

借 入 年 度整 理 番 号 許 可 年 度整 理 番 号
備考

台帳番号１ 台帳番号２ 会計作成年月日 年 月 日許 可

借 入 先 借 入 額 借 入 日 年 月 日

銘 柄 借入方法 年 利 ％

事 業 名 据置期間 年 回 償還期間 年 回

上 期 下 期 分 子 分 母

起債区分 償 還 日 月 日 月 日日割利子

年
数

回
数年度償 還 年 月未 償 還 元 金 元 金 利子 元利合計

年
数

回
数年度償 還 年 月未 償 還 元 金 元 金 利 子 元利合計



様式第 6 号

所属 （単位：円）
執行率

(Ｂ／Ａ)％

収入予算執行整理簿

科目
予算残額
(Ａ－Ｂ)

予算額(Ａ) 調定額
調定済累計額

(Ｂ)
収入済額

平成 年 月 現在



様式第 7 号

所属 平成 年 月 現在 （単位：円）

支出済額
支出済額
累計(Ｃ)

予算額と支出済
額との差
(Ａ－Ｃ)

支出予算執行整理簿

執行率
(Ｃ／Ａ)％

科目 予算額（Ａ）
支出負担行為額

（当月）
支出負担行為
累計額（Ｂ）

予算額と支出負担
行為累計額との差

(Ａ－Ｂ)



様式第 8 号

年 月 現在 未収金整理簿

(未収金科目)

調定額 差引残高補助科目 債務者 所属 日付 伝票番号 摘要 収納額



様式第 9 号

年 月 現在 未払金整理簿

(未払金科目)

差引残高補助科目 債権者 所属 日付 伝票番号 摘要 支払額未払額



様式第 10 号

小分類

品目 単位

課（所）長印 年月日 摘要
規格、寸法、
型式等

単価 標示番号 受 払 現在 供用累計
貸付（寄託）
累計

備考

物品受払簿



様式第 11 号

当初設計額 しゅん工 支払額

変更設計額 年月日 前払金 部分払 しゅん工払

工 事 整 理 簿

工事番号 工事名 工事概要 契約者 契約額 精算額 契約年月日 工期 備考

備考 この様式によりがたい場合にあっては、別にこの様式に準じて作成することができる。



様式第 12 号

款） 項） 目） 節） 頁 ：

金 額

納 入 業 者

金 額

借 方

帳 簿 原 価

残 高

数 量 数 量 金 額金 額

設 置場 所 2

所 在 地

数 量

年 月 日

備 考

備 考

構 造 規 格

部 門

取得区分資産番号

資産名称

施 設 区 分

資 産 種 別

数 量

沿 革 ※区分 1＝改良 2＝一部除却 3＝耐用年数変更 4＝処分 5＝その他

金 額

固定資産台帳

保険区分

取 得 年 月 日

取 得 価 額

減価償却対象財源

地 域 区 分

区 分

減価償却対象外財源

構 造 規 格

設 置場 所 1

残 存 価 額

償 却 限 度 額

工事請 負額 (全 体)

償 却 方 法

耐用年数 /償却率

年 間 償 却 額

所 属

事 業

工 事 完 成 年 度

工 事 完 成 日

工 事 費

間 接 費

処 分

損（－）益

年 月 日 備 考

帳 簿 価 額

貸 方 残 高

減 価 償 却 累 計 額

借 方

貸 方



様式第 13 号

総勘定元帳

（単位：円）

（款） （項） （目）

（節） （細節）

科目 日付 調書番号 摘要 借方 貸方 差引残高



様式第 14 号

（単位：円）

年月日 摘要 受入 払出 残高 備考

一時借入金出納簿



様式第 15 号

年 月 現在 預金出納簿

節： （単位：円）

区分日 付 № 相手科目／摘要 債権者又債務者 入 金 出 金 残 高



様式第 16 号

所属

年 月 現在

科目： （単位：円）

伝票番号日付

預り金整理簿

差引残高計上額 精算額支払額摘要相手科目



様式第 17 号

（単位：円）

年月日 摘要 受入 払出 残高 備考

預かり有価証券出納簿



様式第 18 号

入

出

貯 蔵 品 出 納 簿

伝票 受入 払出 残高

平均単価年月日 庫先

番号 数量 数量 金額単価 金額 数量 金額



様式第 19 号

所属

年 月 現在 現金出納簿

（単位：円）

区分 伝票番号所 属 日 付 摘要 相手科目（節） 受 入 額 払 出 額 残 高



様式第 20 号

年度

％

款
項
目
節
細節

款 款
項 項
目 目
節 節
細節 細節

円 円
款
項
目
節
細節

円

備 考

会 計 流 域

金 額

課 所 区 分

起 票 日

調 定 年 月 日

う ち 消 費 税 額

担 当

収入調定書兼振替伝票

局 長
課 長

（所 長）
副 課 長

（副 所 長）
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）

円

件 名

担 当

企 業
出 納 員

副 課 長
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）

円
予算科目（発生）

借方勘定科目 貸方勘定科目

消 費 税 区 分

調 定 金 額

金 額 金 額

相 手 方

住 所

氏 名



様式第 21 号

第 号 第 号

住所 〒 住所 〒

氏名 氏名

様 様

流域下水道事業会計 流域下水道事業会計

納付目的 納付目的

納入期限 納入期限

納入場所

上記の金額を収納してください。

上記の金額を納入してください。 受入口座

（収入徴収権者）

埼玉県流域下水道事業会計

埼玉県 （納入者保管） 埼玉県 （受付金融機関保管）

第 号 第 号

住所 〒 住所 〒

氏名 氏名

様 様

流域下水道事業会計 流域下水道事業会計

納付目的 納付目的

納入期限 納入期限

上記の金額を収納しましたので通知します。

上記の金額を収納してください。

受入口座

埼玉県 （取りまとめ金融機関保管） 埼玉県 （下水道管理課保管）

納

入

者

年度

納入通知書兼領収書 納入通知書 (収納店控)

項款

うち消費税及び地方消費税額

項 目

金 額

年度 会計名

款

円

納

入

者

年度 年度 会計名

金 額 円

収

納

済

印

目

収 納 済 通 知 書

円

うち消費税及び地方消費税額 円

収

納

済

印

納 入 通 知 書

納

入

者

年度 年度 会計名

うち消費税及び地方消費税額 円

目

金 額

項

円 金 額

款

収

納

済

印

納

入

者

年度 年度 会計名

款 項

収

納

済

印

円

うち消費税及び地方消費税額 円

目

印



様式第 22 号

口 座 振 替 納 付 届

年 月 日

（あて先）

（収入徴収権者）

納入者 住 所

氏 名 ○印

私は、埼玉県に納入する を下記のとおり口座振替の方法により納入

したいので、届出します。

記

納入金の内容

金融機関店名 銀 行 本（支）店

預金口座・番号 預 金 番

上記の口座振替の方法による納入について承諾します。

年 月 日

銀 行 本（支）店の長 □印



様式第 23 号（１）

口 座 振 替 納 入 通 知 書

第 号

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所

氏名

様

区 分 金 額

税 抜 き 金 額

消費税及び地方消費税額

合 計 金 額

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を納入者の預金口座から振替えてください。

年 月 日

（収入徴収権者）

印

御中

収

納

済

印預金口座名 番 号

埼玉県下水道局
（受付金融機関保管）

（日本工業規格Ａ列６）



様式第 23 号（２）

口座振替納入通知書兼領収書

第 号

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所

氏名

様

区 分 金 額

税 抜 き 金 額

消費税及び地方消費税額

合 計 金 額

納付目的

上記のとおり口座振替により領収しました。

収

納

済

印

埼玉県下水道局
（納入者保管）

（日本工業規格Ａ列６）



様式第 23 号（３）

口 座 振 替 納 入 通 知 書

第 号

年度 流域下水道事業事業会計

納

入

者

住所

氏名

様

区 分 金 額

税 抜 き 金 額

消費税及び地方消費税額

合 計 金 額

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を納入者の預金口座から振替えてください。

年 月 日

（収入徴収権者）

印

御中

収

納

済

印預金口座名 番 号

埼玉県下水道局
（取りまとめ金融機関保管）

（日本工業規格Ａ列６）



様式第 23 号（４）

収 納 済 通 知 書

第 号

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所

氏名

様

区 分 金 額

税 抜 き 金 額

消費税及び地方消費税額

合 計 金 額

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を収納しましたので通知します。

収

納

済

印

埼玉県下水道局
（下水道局保管）

（日本工業規格Ａ列６）



様式第 24 号

（表 紙） 切 取 線 切 取 線

第 号から
年度

第 号まで

原 票 収 納 済 通 知 票 領 収 書

第 号 年度 会計 第 号 年度 会計 第 号 年度 会計

款 項 目 款 項 目 款 項 目
納

入

者

（住所）
納

入

者

（住所）
納

入

者

（住所）

収納金原符 （氏名） 様 （氏名） 様 （氏名） 様

金額 十億千百十万千百十円 金額 十億千百十万千百十円 金額 十億千百十万千百十円

埼玉県下水道局

ただし

年 月 日

企業出納員

氏 名

ただし

上記の金額を領収しました。

年 月 日

企業出納員

氏 名

ただし

上記の金額を領収しました。

年 月 日

企業出納員

氏 名 □印

摘
要

摘
要

摘
要

この領収書は大切に保存しておい
て下さい。

（各片とも日本工業規格Ａ列６）

備考 １ 番号は、年度間を通じ一連番号とすること。

２ 書損又は毎年度使用した残紙は、表紙に不用枚数又は書損枚数を記載し、不用印又は取消印を押し、切り離さないでおくこと。

３ 毎年度の使用枚数が少ない場合は、１及び２にかかわらず１冊を年度を超えて使用することができる。



様式第 25 号（１）

受入口座

払 込 書 兼 領 収 書

第 号 納入者

年度

流域下水道事業会計

款
節
及
び
細
節

項

目

金 額
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

払込目的

上記の金額を払込みます。

年 月 日

埼玉県下水道局
（発行課所名を記入）

収

納

済

印

納入者保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 25 号（２）

受入口座

払 込 書

（収 納 店 控）

）
第 号 納入者

年度

流域下水道事業会計

款
節
及
び
細
節

項

目

金 額
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

払込目的

上記の金額を収納してください。

埼玉県下水道局

収

納

済

印

受付金融機関保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 25 号（３）

受入口座

払 込 書

第 号 納入者

年度

流域下水道事業会計

款
節
及
び
細
節

項

目

金 額
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

払込目的

上記の金額を収納してください。

埼玉県下水道局

収

納

済

印

取まとめ金融機関保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 25 号（４）

受入口座

収 納 済 通 知 書 ○払

第 号 納入者

年度

流域下水道事業会計

款
節
及
び
細
節

項

目

金 額
千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

払込目的

上記の金額を収納しましたので通知します。

埼玉県下水道局

収

納

済

印

下水道局保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 26 号（１）

徴 収 事 務 受 託 者 証 票

第 号

住 所

氏 名

上記の者は、地方公営企業法第33条の２の規定に基づき、埼玉県流域下水道事業の

業務に係る公金のうち の徴収の事務を委託された者であることを証する。

年 月 日

埼玉県下水道事業管理者 □印

（日本工業規格Ａ列４）

様式第 26 号（２）

収 納 事 務 受 託 者 証 票

第 号

住 所

氏 名

上記の者は、地方公営企業法第33条の２の規定に基づき、埼玉県流域下水道事業の

業務に係る公金のうち の収納の事務を委託された者であることを証する。

年 月 日

埼玉県下水道事業管理者 □印

（日本工業規格Ａ列４）



様式第 27 号

受 託 収 入 計 算 書

年 月 日収納分

種別

施 設 名 金 額 摘 要

円

計
円

（あて先）

徴収（収納）事務委託者

（事務取扱課所 ）

徴収（収納）事務受託者

氏 名 ○印

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。



様式第 28 号（１）

第 号

督 促 状 兼 領 収 書

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所・氏名

様

金 額

区 分

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

滞 納 額

延 滞 金 日分

合 計 金 額

納入の目的

納 期 限 年 月 日

納 入 場 所 埼玉県下水道局出納取扱金融機関

上記のとおり督促します。

年 月 日

（収入徴収権者）

□印

収

納

済

印

埼玉県下水道局

納入者保管



様式第 28 号（２）

受入口座

第 号

督 促 状

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所・氏名

様

金 額

区 分

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

滞 納 額

延 滞 金 日分

合 計 金 額

納入の目的

納 期 限 年 月 日

上記のとおり収納してください。

収

納

済

印

埼玉県下水道局

受付金融機関保管



様式第 28 号（３）

受入口座

第 号

督 促 状

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所・氏名

様

金 額

区 分

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

滞 納 額

延 滞 金 日分

合 計 金 額

納入の目的

納 期 限 年 月 日

上記のとおり収納してください。

収

納

済

印

埼玉県下水道局

取りまとめ金融機関保管



様式第 28 号（４）

○督 第 号

収 納 済 通 知 書

年度 流域下水道事業会計

納

入

者

住所・氏名

様

金 額

区 分

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

滞 納 額

延 滞 金 日分

合 計 金 額

納入の目的

納 期 限 年 月 日

上記のとおり収納しましたので通知します。

消込者印 照合者印 収

納

済

印

埼玉県下水道局

下水道局保管



様式第 29 号

不納欠損調書

調 定 年 度 科 目
不納欠損

金 額

納 入 義 務 者
不 納 欠 損

処分の理由

欠 損 処 分

年 月 日
備 考

住 所 氏 名



様式第 30 号

年度

小 切 手 振 出 済 通 知 書

埼玉県流域下水道事業会計

金額

上記のとおり小切手を振り出したので通知します。

年 月 日

埼玉県下水道局下水道管理課企業出納員 氏 名□印

様

（84㎜×169㎜）



様式第 31 号（１）

下

水

道

局

送

金

案

内

書

会 計 名
送金通知書と照合して債権者に支払っ

て下さい。
流域下水道事業会計

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 銀行 支店

銀行

支店 御中

債
権
者
等
住
所
氏
名

〒

番地

号 ※支払通知年月日 ※支払通知番号

（87㎜×202㎜）

様式第 31 号（２）

下

水

道

局

送

金

通

知

書

（
裏
面
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。）

会 計 名 左記の金額を、この通知書と引き換えに下記の支払場所

においてお受け取りください。

（運転免許書等の提示を求められることがあります。）
流域下水道事業会計

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

企業出納員 □印

債
権
者
等
住
所
氏
名

〒

番地

号

様

支 払 内 容 支払場所 検印 係印

銀行
支店

※支払通知年月日 ※支払通知番号 支払済印

（87㎜×202㎜）

（裏面）

領 収 書

表記の金額を領収しました。

営業に関す
るもので受
領金額が３
万円以上の
ものは収入
印紙をお貼
りください｡

注 意 事 項
１ 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏

名を記入して印を押し、（印章は、請求書
に押したものと同一のものを用いるこ
と。）支払場所に提出し、現金を受領して
下さい。

なお、受取人が法人であるときは、代
表権のある人が記名押印してください。

２ この送金通知書の発行の日から１年を
過ぎますと表記の銀行では支払を受けら
れません。（その場合は、発行機関にお申
し出下さい。）

３ 本人以外の方が受領する場合は、債権
者の委任状を添付してください。

○印

年 月 日

住所

氏名 ○印

（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が氏名を

自署することにより押印を省略できます。）



様式第 32 号

年度

作成 年 月 日

埼玉県下水道局出納取扱金融機関 支払依頼番号

銀行 支店 様

地方公営企業法施行令第２２条の４第２項の規定により

本書記載の金額を支払いするよう通知します。

埼玉県下水道局企業出納員

（出納取扱金融機関保管用）

金 額

支

払

内

訳

計

支 払 依 頼 書

会計

支払年月日

埼玉県 流域下水道事業会計

支払方法

支 払 総 額



様式第 33 号

所属

支払調書番号：

整理番号 所 属 勘定科目 支 払 先 金融機関名 種 別 口座番号 備 考

作 成 日

金 額

支払調書（口座振替）

伝票番号

支払銀行名
支 払 日



様式第 34 号

口座振込通知書

会 計 名 問い合わせ課所名

番地

様

郵
便

は
が

き

金額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

振込先
銀 行
信用金庫
農 協

支店

支所

預金

種目

１ 普通

２ 当座

口座

番号

支払

内容

通 知 年 月 日 通 知 番 号

※裏面をご覧下さい。

（101mm×148mm）

（裏面）

表面首標金額をあなたの預金口座に

振り込みましたので通知します。

（企業出納員氏名）



様式第 35 号

年度

作成 年 月 日

（あて先） 支払依頼番号

埼玉県下水道局企業出納員

下記の通り支払いました。

埼玉県下水道局出納取扱金融機関

銀行 支店

（埼玉県下水道局保管用）

金 額

支

払

内

訳

計

支 払 済 通 知 書

会計

支払年月日

埼玉県 流域下水道事業会計

支払方法

支 払 総 額



様式第 36 号

前 渡 資 金
精 算 書

概 算 払

決

裁

欄

受 領 年 月 日 受 領 額 支 払 済 額 差引額（もどし入れ）額

年 月 日
円 円 円

事 由

上記のとおり支払証拠書類を添えて精算します。

年 月 日

受 領 者

職

氏 名 ○印



様式第 37 号

小 切 手
送金通知書

再 発 行 請 求 書

年度

金 額

発 行 年 月 日

番 号

支 払 場 所

発 行 者

上記の
小 切 手
送金通知書

を亡失（き損）したので、再発行をしてくださるよう請求します。

年 月 日

（住 所）

（氏 名） ○印

（あて先）埼玉県下水道局下水道管理課企業出納員

企業出納員

未 払 証 明

上記の金額が未払であることを証明します。

年 月 日

銀行 本（支）店 □印

備考 小切手の亡失の場合には、除権判決の謄本を添付すること。



様式第 38 号（１）

納 付 書 兼 領 収 書

第 号 納入者

住所

氏名

様

年度

流域下水道事業会計

款
節

及

び

細

節

項

目

金 額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納付目的

納入期限 年 月 日

納入場所 埼玉県下水道局出納取扱金融機関

上記のとおり納付します。

年 月 日

発行課所名

収

納

済

印

納入者保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 38 号（２）

受入口座

納 付 書

（収 納 店 控）
○付

第 号 納入者

住所

氏名

様

年度

流域下水道事業会計

款
節

及

び

細

節

項

目

金 額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を収納してください。

発行課所名

収

納

済

印

受付金融機関保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 38 号（３）

受入口座

納 付 書 ○付

第 号 納入者

住所

氏名

様

年度

流域下水道事業会計

款
節

及

び

細

節

項

目

金 額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を収納してください。

発行課所名

収

納

済

印

取まとめ金融機関保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 38 号（４）

受入口座

収 納 済 通 知 書 ○付

第 号 納入者

住所

氏名

様

年度

流域下水道事業会計

款
節

及

び

細

節

項

目

金 額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納付目的

納入期限 年 月 日

上記の金額を収納しましたので通知します。

発行課所名

収

納

済

印

下水道局保管

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 39 号（１）

預 り 有 価 証 券 納 付 書 №

納 付 者

住 所

（ふりがな）

氏 名
○印

整 理 区 分 １
担保
証券

２
保証
証券

３
その他
預り有
価証券

細目

金 額

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納 付 理 由

内

訳

証 券 種 別 記 号 番 号 額 面 金 額

円

円

円

円

円

納 付 場 所 納 期 限 年 月 日

上記のとおり納付します。

年 月 日

（あて先）

課（所）長



様式第 39 号（２）

預 り 有 価 証 券 受 領 書 №

納 付 者

住 所

（ふりがな）

氏 名
様

整 理 区 分 １
担保
証券

２
保証
証券

３
その他
預り有
価証券

細目

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

受 領 理 由

内

訳

証 券 種 別 記 号 番 号 額 面 金 額

円

円

円

円

円

上記のとおり受領しました。

年 月 日

埼玉県下水道局企業出納員 □印

上記のとおり還付を受けました。

年 月 日

（あて先）

埼玉県下水道局企業出納員

住 所

氏 名 ○印

注意 この受領書は証券受領の際、証券と引換えに提出していただきますので、大切

に保管してください。



様式第 39 号（３）

預り有価証券収納済通知書 №

納 付 者

住 所

（ふりがな）

氏 名

整 理 区 分 １
担保
証券

２
保証
証券

３
その他
預り有
価証券

細目

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

納 付 理 由

内

訳

証 券 種 別 記 号 番 号 額 面 金 額

円

円

円

円

円

納 付 場 所 納 期 限 年 月 日

上記のとおり納付を受けましたので通知します。

年 月 日

課所長 様

埼玉県下水道局企業出納員 □印



様式第 39 号（４）

預り有価証券還付請求書 №

請 求 者

住 所

（ふりがな）

氏 名
○印

整 理 区 分 １
担保
証券

２
保証
証券

３
その他
預り有
価証券

細目

金 額
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

請 求 理 由

内

訳

証 券 種 別 記 号 番 号 額 面 金 額

円

円

円

円

円

上記のとおり還付請求します。

年 月 日

（あて先）

課（所）長



様式第 40 号

預 り 証

金 額 円

内訳

現 金

有 価 証 券

証 券 の 種 別 、

名称
回、記号、番号 額 面 金 額

円 円

ただし、 として

上記のとおりお預かりしました。

年 月 日

企業出納員氏名 □印

住 所

氏 名 様

受 領 証

上記のものを受領しました。

年 月 日

住 所

氏 名 ○印



様式第 41 号

預 金 振 替 （ 組 替 ） 通 知 書

年 月 日

様

埼玉県下水道局企業出納員 □印

下記のとおり預金を振替（組替）願います。

金 額 支 払 口 座 受 入 口 座

円

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 42 号

隔 地 払 未 払 通 知 書

隔 地 払 依 頼 書

発 行 年 月 日

隔 地 払 依 頼 書

番 号
債 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 金 額 摘 要

上記のとおり通知します。

年 月 日

（あて先）

企業出納員

埼玉県下水道局出納取扱金融機関

銀 行 店 □印



様式第 43 号

収 納 日 計 表

（あて先）

埼玉県下水道局企業出納員

埼玉県下水道局出納取扱金融機関

日付 □印

種 別 金 額 摘 要

円

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 44 号

支 払 日 計 表

（あて先）

埼玉県下水道局企業出納員

埼玉県下水道局出納取扱金融機関

日付 □印

種 別 金 額 摘 要

円

（日本工業規格Ａ列５）



様式第 45 号

預 金 現 在 高 証 明 書

年 月分

（あて先）

埼玉県下水道局企業出納員

埼玉県下水道局出納取扱金融機関

□印

内訳

種別

前月までの

残 高

本 月 分

収 納 額

本 月 分

支 払 額
残 額

備 考

(口座番号等)

備考 この様式によりがたい場合にあっては、別にこの様式に準じて作成することがで

きる。



様式第 46 号

貯 蔵 品 名 票

所 属

品 名

品 質 形 状

寸 法

単 位

（90㎜×140㎜）



様式第 47 号

た な 卸 明 細 表

年 月 日現在

企業出納員氏名 □印

立会人職氏名 ○印

種別

整理

番号

品 名
品質形

状寸法

単位
帳 簿 現 在 高 た な 卸 高 現 品 過 不 足 評 価 額

摘 要
数量 単位 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額 単 価 金 額



様式第 48 号

物 品 供 用 簿

使 用

区 分

担当

(課)名
氏 名

標 示

番 号

品 目

供 用 返 納

備 考
年月日 使用者印 年月日

課
所

長印

備考 １ 本簿は、備品について記載すること。

２ 使用区分の欄には、専用又は共用の別を記載すること。

３ 本簿は、次の使用区分に従い、使用職員ごとに別紙に記載すること。

(１) 専用 特定職員が専ら使用する場合。

(２) 共用 ２人以上の特定職員又は不特定職員が使用する場合若しくは、直

接公営企業の用に供する場合。



様式第 49 号

物 品 供 用 引 継 書

氏 名
使用開始

年月日
使用者印 前任者印

課
所

長印 摘 要

備考 １ 使用者及び使用区分ごとに別紙とする。

２ 摘要欄には、引継の理由（異動等）を記入すること。



様式第 50 号

埼玉県下水道局備品標示票

課 所 名

品 目

整 理 番 号

取 得 年 度

備 考

（55㎜×45㎜）



様式第 51 号

物 品 所 属 換 請 求 書

年 月 日

様

課（所）長

下記の物品の所属換を受けたいので請求します。

記

品 名 規格寸法等 数 量 金 額 摘 要

備考 本様式は、物品受領書と組合せて使用することができる。



様式第 52 号

物 品 受 領 書

年 月 日

様

課（所）長

下記の物品を所属換えにより受領しました。

記

品 名 規格寸法等 数 量 金 額 摘 要



様式第 53 号

所 属：

事業区分： 頁 ：

勘定科目： 年 月 ～ 年 月

耐用

年数

取得価額 構造規格固定資産名称 取得年月日 設置場所1資産番号

納入業者資産種別 数量 設置場所2

固定資産取得報告書



様式第 54 号

年 月 日
下水道局長 様

課（所）長

下記のとおり、所属の固定資産を異動（用途開始、変更、廃止、所属換え）したので報告します。

資産番号 名称 構造・規格 数量 取得年月日 耐用年数 取得価格 残存価格
減価償却
累計額

異動年月日 備考

固定資産異動報告書



様式第 55 号

年 月 日
下水道局長 様

課（所）長

下記のとおり、所属の固定資産を売却（譲与、交換、廃棄）したので報告します。

資産番号 名称 構造・規格 数量 取得年月日 耐用年数 取得価格 残存価格
減価償却
累計額

売却等価格 売却等年月日 備考

固定資産売却等報告書



様式第 56 号

固定資産使用許可申請書

年 月 日

（あて先）

申請人 住所

氏名 印

固定資産を使用することについて、許可を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１ 許可を受けようとする固定資産

(１) 名 称

(２) 所在地

(３) 分 類

(４) 数 量

２ 使用目的

３ 使用期間

４ 使用責任者及び人員

５ 添付書類

(１) 使用箇所図面

(２) 定款、決算書等（新規の場合）

(３) その他



様式第 57 号

年 月 日
下水道局長 様

課（所）長

下記のとおり、所属の固定資産について使用許可（貸付け、地上権設定）があったので報告します。

備考

年月日から 年月日まで 年（月）数 住所 氏名
構造・規格 数量 所在地

使用許可（貸
付け・地上権
設定）の目的

帳簿価格
使用（貸付け・
地上権設定）
料年（月）額

固定資産使用許可等報告書

使用許可（貸付け・地上権設定）期
間

使用者（借受者・地上
権者）資産番号 名称



様式第 58 号

所 属：

事業区分： 頁 ：
勘定科目： 年度分

取得年月日 帳簿原価 耐用年数 期首減価償却 期末減価償却 期末帳簿価額 次期償却

数量 償却率 累計額 減少 増加 累計額 予定額資産種別

当年度減価償却費

固定資産減価償却一覧表

資産番号 固定資産名称



様式第 59 号

所 属：

事業区分： 頁 ：

勘定科目： 年度 現在

耐用

年数

固定資産一覧表

資産種別 施設区分

構造規格／所在地 数量 設置場所2

取得価額

帳簿価額

資産番号 固定資産名称 取得年月日 設置場所1 面積(土地)

納入業者

勘定科目



様式第 60 号

所 属：

事業区分： 頁 ：

勘定科目： 年 月 ～ 年 月

資産番号

取得年月日 除却年月日

取得価額（除却後）

除却前

償却累計額

除却種別 取得事由

固定資産名

資産種別

耐用年数

除却数量 非償却対象額 国庫補助金 市町村負担金 その他償却対象

償却対象額 償却対象額

部門 施設区分 地域区分

内

訳

減価償却累計額(減) 処分金額 処分損益補助金等

除却価額

帳簿価額(除却後)

固定資産除却報告書



様式第 61 号

請 書

年 月 日

（あて先）

印
紙

契約者（納入者）

住 所

氏 名 ○印

下記の受注条件を承諾の上、相違なく履行します。

納入場所
納入期限又は

納 入 指 定 日
年 月 日

品 目 規格・銘柄等 数量
価 格（円）

摘 要
単 価 金 額

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

違 約 金 履行遅滞があつた場合は、下水道局の定めに従い違約金を支払い

ます。

品質等の保証期間 納入後、 年間は、納入した物品の品質、性能等について保証

します。ただし、保証書の保証期間が 年以上の場合は、その保

証書記載の保証期間とします。

注意 価格は消費税及び地方消費税額を含めた額であり、（ ）内は、価格のうちの

消費税及び地方消費税額である。

備考 １ 個々の品目の価格については、消費税及び地方消費税額を含めない金額を記

載し、最後の品目の下段に、この契約に係る消費税及び地方消費税額を記載す

る方法でもよい。

２ この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。



様式第 62 号（１）

検査調書（工事）

年 月 日

下記のとおり検査いたしました。

検査員職氏名 ○印

事 業 名 工 事 番 号

工 事 名 工事

工 事 場 所

請 負 額 金 円

契 約 工 期
年 月 日から

年 月 日まで

完 成 年 月 日 年 月 日

検 査 年 月 日 年 月 日

請負人住所・

氏 名

検 査 意 見

検 査 に 使 用

し た 書 類 名

備考 １ 検査に使用した書類名の欄には、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書

類等検査に使用した書類名を記載すること。

２ この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。



様式第 62 号（２）

検 査 調 書

年 月 日

下記のとおり検査いたしました。

検査員職氏名 ○印

納 入 場 所
納入期限又は

納 入 期 日
年 月 日

品 目 規格・銘柄等 数量
価 格

摘 要
単 価 金 額

納 入 者

住 所 氏 名
契約履行の届出

を 受 け た 日

年 月 日 検査年月日 年 月 日

検 査 場 所

検 査 意 見

検査に使用し

た 書 類 名

備考 １ 検査に使用した書類名の欄には、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書

類等検査に使用した書類名を記載すること。

２ この様式によりがたいものにあつては、別にこの様式に準じて作成すること

ができる。



様式第 62 号（３）

検 査 調 書 （ 委 託 ）

年 月 日

下記のとおり検査いたしました。

検査員職氏名 ○印

区 分 内 容

委 託 内 容

契 約 額 金 円

契 約 期 間
年 月 日から

年 月 日まで

検 査 年 月 日 年 月 日

契 約 の 相 手 方 の

住 所 ・ 氏 名

検 査 場 所

検 査 意 見

検 査 に 使 用 し た

書 類 名

備考 １ 検査に使用した書類名の欄には、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類

等検査に使用した書類名を記載すること。

２ この様式により難いものにあつては、別にこの様式に準じて作成することが

できる。



様式第 63 号（１）

課 長 主 幹 主 査 担当

年 月 日

物品購入等見積(入札)依頼書(伺い)

下水道管理課長あて

このことについて下記のとおり上記あて依頼してよろしいか伺います。

記

用 途

納入場所 納期限

品 名 規 格 数 量 備 考

上記品目の執行予定額 円

印刷物を依頼する場合はこ

の欄の該当事項を記入して

ください。

１ 青原紙打 ２ フォトタイプオフセット ３ タイプ

オフセット ４ 活版 ５ 平版 ６ 両、片面刷 ７

校正（ ）回 ８ 色数（ ）色刷

９ 天のり有、無 10 原稿ページ数（ ）ページ



様式第 63 号（２）

課 長 主 幹 主 査 担当

平成 年 月 日

下水道管理課長 様

課（所）長

物品購入等見積（入札）依頼書

このことについて下記のとおり依頼します。

記

用 途

納入場所 納期限

品 名 規 格 数 量 備 考

上 記 品 目 の 執 行 予 定 額 円

印刷物を依頼する場合は

この欄の該当事項を記入

してください。

１ 青原紙打 ２ フォトタイプオフセット ３ タイプオ

フセット ４ 活版 ５ 平版 ６ 両、片面刷

７ 校正（ ）回 ８ 色数（ ）色刷

９ 天のり有、無 10 原稿ページ数（ ）ページ

備考 上記のとおり依頼があったので、下記業者を選定し見積（入札）してよいか伺い

ます。

記

業 者 名 住 所 電話番号 資格者名簿 備 考



様式第 64 号

決定者印

予 定 価 格 調 書

年 月 日

予定価格を次のとおり決定する。

予定価格 円

（予定価格の100／105 円）

最低制限価格 円

（最低制限価格の100／105 円）

記

給付の内容

数 量

参 考 価 格

備考 １ 「給付の内容」欄には、物の購入に係る場合はその品目を、役務の提供に係

る場合はその役務の種類を記入すること。

２ 「参考価格」欄には、設計額、調査によって得た見積額等を記入すること。

３ 記以下の項目の記入は、補助者が行うこと。

４ この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。



様式第 65 号

（単位：千円）
四半期別の執行見積額
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

％ ％ ％ ％

年度支出予算の執行見積調書（年度間）

科目 予算額 摘要



様式第 66 号

（単位：千円）
四半期別の執行計画額
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

％ ％ ％ ％

年度支出予算の執行計画書（年度間）

科目 予算額 摘要



様式第 67 号

年度

下記のとおり執行してよいか伺います。 起案者

なお決裁の上は、この旨当該所長あて通知してよいか併せて伺います。 電 話 番

決 裁 年 月 日

％

款

項

目

節

細節

円

円

円

円

（合議）

執 行 伺

起 票 年 月 日

内 容

課 所

主 査
（担当課長）

主 幹
（担当部長）

副 課 長
（副 所 長）

課 長
（所 長）

予算科目

予 算 額

配 当 済 額

契 約 期 間

執 行 伺 額

消 費 税 区 分

流 域

区 分

残 額

会 計

円

円

う ち 消 費 税 額

件 名

管 理 者 局 長 担 当

負 担 行 為 額

執

行

方

法

区 分

指 名 競 争 入 札

随 意 契 約

一 般 競 争 入 札

根拠法令

地方自治法施行令第１６７条第 号

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第 号

実 施 設 計 額

千円

支 払 予 定

年 月 旬

印



様式第 68 号

年度

下記のとおり支出負担行為をします。 起案者

また、監督員を別案により請負者あて通知します。 電 話 番

決 裁 年 月 日

％

款

項

目

節

細節

円

円

円

円
支払方法

合 議

取 引 先

住 所

氏 名

円予算科目

う ち 消 費 税 額 円

配 当 済 額

負 担 行 為 額

担 当

流 域

課 所 区 分

会 計

支出負担行為決議書

管 理 者 局 長
課 長

（所 長）
副 課 長

（副 所 長）
主 幹

（担当部長）
主 査

（担当課長）

内 容

契 約 期 間

負担行為年月日

起 票 年 月 日

件 名

予 算 額

残 額

消 費 税 区 分

支 出負 担行 為額

印



様式第 69 号

年度

下記のとおり予算を流用してよいか伺います。

款 円

項 円

目 円

節 円

細節 円

款 円

項 円

目 円

節 円

細節 円

流用する理由

備考

流 域

課 所 区 分

担 当局 長 課 長 副 課 長 主 幹

流

用

元

予 算 科 目

当 初 予 算 額

増 減 額

予算現額（流用前）

今 回 流 用 額

予算現額（流用後）

流 域

円

予 算 科 目

当 初 予 算 額

流 用 額

流 域

流

用

先

予 算 流 用 回 議 書

起 案 年 月 日

増 減 額

予算現額（流用前）

今 回 流 用 額

予算現額（流用後）

主 査

会 計



様式第 70 号

年度

下記のとおり予備費を充当してよいか伺います。

款 円

項 円

目 円

節 円

細節 円

款 円

項 円

目 円

節 円

細節 円

充当する理由

備考

当 初 予 算 額

増 減 額

主 幹 主 査 担 当

流 域

予算現額（流用後）

課 所 区 分

流 用 額
起 案 年 月 日

流 域

流 域

予

備

費

充

当

先

予 算 科 目

会 計

予 備 費 充 当 回 議 書

局 長 課 長 副 課 長

予算現額（流用前）

今 回 充 当 額

予

備

費

明

細

予 算 科 目

円

予算現額（流用後）

当 初 予 算 額

増 減 額

予算現額（流用前）

今 回 充 当 額



様式第 71 号

繰 越 見 込 調 書

科 目 工 事 名 予 定 額 執 行 予 定 額 繰 越 見 込 額 繰 越 理 由

円 円 円



様式第 72 号

年度 流域下水道事業会計継続費繰越計算調書

１ 款項目

２ 事業名

３ 継続費の総額及び年割額

節 及 び 細 節

継 続 費 予 算 現 額 支払義務発生（見込）額

残 額
翌年度逓

次繰越額

翌年度逓次繰越
額に係る財源内
訳

翌年度逓次繰
越額に係る繰
越を要するた
な卸資産の購
入限度額

予算計上額
前年度逓
次繰越額

計
支払義務
発生額

支払義務
発生見込
額

計
何々 何々

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

備考 翌年度逓次繰越額に係る財源内訳欄には、継続費の翌年度逓次繰越額に充てるべき翌年度における財源（当該年度における継続費の財源

のうち翌年度に収入するものを含む。）の予定を記載すること。なお、財源については、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記

載すること。



様式第 73 号

年度 流域下水道事業会計予算繰越計算調書

１ 事 業 名

２ 繰越の理由

３ 繰越計算書 （単位 円）

款 項 目
節 及 び

細 節

予 算 現 額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

備 考当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

予備費充
当額又は
流 用 増
(△)減額

計 何 々 何 々

（款）

（項）

（目）

（節）

（細節）

（節）

（細節）

備考 １ 法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額と同条第２項ただし書の規定による事故繰越額とは、それぞれ別表として作成する

こと。

２ 財源内訳欄には、翌年度繰越額に充てるべき翌年度における財源（当該年度における財源のうち翌年度に収入するものを含む。）の予

定を記載すること。なお、この場合においては、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記載すること。



様式第 74 号

年度 流域下水道事業会計継続費精算調書

（単位 円）

全 体 計 画 実 績 比 較

款 項 事 業 名 年 度
年 割 額

左の財源内訳 支払義務

発 生 額

左の財源内訳 年割額と
支払義務
発生額の
差

左の財源内訳

何 々 何 々 何 々 何 々 何 々 何 々

１ 何々 ２ 何々

計

備考 財源内訳欄には、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記載すること。



様式第 76 号

一時借入金借入れ（返済）通知書

年 月 日

下水道局長 様

埼玉県下水道局企業出納員

下記のとおり一時借入金の借入れ（返済）したいので通知します。

記

借入金

借 入

年月日

返 済 予 定

年 月 日
金 額 備 考

円

返済金

返 済

年月日
元 金

利 金

備 考
借入月日

日数 利率％

円 円



様式第 86 号

基 金 運 用 状 況 報 告 書

区 分 前 年 度 末 現 在 高 決 算 年 度 中 増 減 高 決 算 年 度 末 現 在 高

不

動

産

土 地

山 林
㎡ ㎡ ㎡

何 々
㎡ ㎡ ㎡

立 木
ｍ3 ｍ3 ｍ3

何 々

動

産
何 々

有 価 証 券
千円 千円 千円

現 金
千円 千円 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。



様式第 87 号

会計名：流域下水道事業会計

平成 年 月 日 （単位：円）

累 計 当 月 うち資金 うち資金 当 月 累 計

合 計 残 高 試 算 表

合 計 合 計
借 方

勘定科目
貸 方

残 高 残 高
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